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島根総合発展計画の第３次実施計画（素案）に係る意見への対応一覧 
 

【 審議会委員 】 

意見概要 考え方・対応 

審１【全般】 

島根県の現状と今後に

ついて、地域別の分析が

少ない。出雲、石見、隠

岐の地域別の諸データを

比較することで、対応策

がより効果的に展開でき

るのではないか。 

 

県の総合発展計画は、基本構想において、東部・西部や、各圏域別、中山間地域における方向性を示し、その実

現に向け、政策・施策ごとの取組みの方向性を実施計画として、具体化するという方法を採っています。 

第３次実施計画においても、この基本構想を念頭に、それぞれの政策・施策の中で、各地域の状況に応じた取組

みの方向を示すこととしています。 

例えば、案においても、 

・ＩＴ企業の立地の全県への拡大 

・山陰道の早期開通 

・離島航路の維持や利便性向上 

・小さな拠点づくり 

などを記載しています。 

総合開発審議会や地域広聴会、パブリックコメント、県議会など幅広く皆様からご指摘をいただきながら、地域

の課題に対応した実施計画とします。 

その上で、個別具体の事業展開にあたっては、ご指摘を踏まえながら取り組んでいきます。 
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意見概要 考え方・対応 

審２【全般】 

基本目標Ⅰ「活力ある

しまね」の政策に、新た

に「離島・中山間地域の

振興」を柱として加え、

観光及び農林水産業に重

点的に取り組んでいただ

きたい。 

 
離島・中山間地域が太宗を占める島根にあっては、離島・中山間地域の振興は、県政の最重要課題の一つです。 
ご指摘のように、離島・中山間地域の振興には、産業振興が大変重要な政策ですが、そのためには、あらゆる政

策に総合的に取り組む必要があります。 
このため、次のとおり、個別の政策の中で、離島・中山間地域の産業振興に必要な取組みについて、施策として

の方向を示すこととしています。 
また、現在、次期計画の策定作業を進めている「島根県中山間地域活性化計画」においても、ご指摘を踏まえて

記載内容を検討していきます。 
 
（観光について） 
離島・中山間地域における重点的な取組みについては、以下のとおり記載しています。 
・政策Ⅰ－３ 観光の振興 取組みの方向 １項目め 
「隠岐ユネスコ世界ジオパーク、日本遺産の津和野、たたら製鉄の遺構など、「本物」の価値を感じること
ができる島根県独自の魅力ある資源を活かし、地域や民間事業者が主体となって行う旅行商品の創出と、そ
の定着に向けて様々な支援を行うとともに、二次交通の整備やガイドの育成など受入環境の整備を地域と共
に推進します。」 

・施策Ⅰ－３－１ 地域資源を活用した観光地づくりの推進 取組の方向 ２項目め・３項目め 
「石見地域では、石見銀山、石見神楽、津和野や各地の温泉などの観光商品づくりに取り組むとともに、体
験型観光の育成や、石見の「食」の充実を推進します。」 
「隠岐地域では、隠岐ユネスコ世界ジオパーク独自の自然景観や文化歴史的資産などを活用した魅力づくり
や、着地型旅行商品の造成、専門家の指導による宿泊施設・食事・お土産などの魅力向上を促進します。」 

 
（農林水産業について） 
離島・中山間地域にあっては、農林漁業者の方々の安定的な経営を確保し、農林水産業・農山漁村が持続的に発

展できる仕組みを創っていくことが特に重要と考えており、以下のとおり記載しています。 
・政策Ⅰ－２ 自然が育む資源を活かした産業の振興 目的 
「高品質で付加価値が高い売れる農林水産品・加工品づくりや、県産品の販路拡大を戦略的に展開するとと
もに、意欲のある担い手を育成・確保し、地域産業を振興します。」 

・施策Ⅰ－２－１ 売れる農林水産品・加工品づくり 
・施策Ⅰ－２－２ 県産品の販路開拓・拡大の支援 
・施策Ⅰ－２－３ 農林水産業の担い手の育成・確保 

これらの施策の「取組みの方向」には、離島・中山間地域における農林水産業の振興策が、幅広く含まれ
ています。 

・施策Ⅱ－５－５ 農山漁村の多面的機能の維持・発揮 
特に離島・中山間地域においては、農林水産業は地域住民の生活と密接に結びついた産業であることから、

本施策では、ほぼ全般にわたり、離島・中山間地域に向けた内容を記載しています。 
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意見概要 考え方・対応 

審３【政策Ⅰ－２】 

行政においてもＴＰＰ

対策をしっかりやってい

ただきたい。 

 

ＴＰＰ対策については、国の施策も踏まえながら、県内の農林水産業が国内外の産地間競争に対応できるよう、

島根の特性に応じた対策を戦略的に講じていく必要があります。 

具体的には、国の対策を最大限に活用した上で、地域の特性に応じた、担い手の確保や農地集積等による経営基

盤の強化、売れる物づくりや６次産業化等の取組みを一層進めていきます。 

 

・政策Ⅰ－２ 自然が育む資源を活かした産業の振興 現状と課題 ３項目め 

「環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）が大筋合意に至ったことから、政府では「ＴＰＰ関連政策大綱」を決定

し、ＴＰＰ関連施策が示されました。県としても、国の施策も踏まえながら、県内の農林水産業が国内外の

産地間競争に対応できるよう、島根の特性に応じた対策を戦略的に講じていく必要があります。」 

 

審４【政策Ⅰ－６】 

【施策Ⅰ－６－１】 

医師の偏在・不足に対

応するためにも、高速道

路を早く整備して欲し

い。 

 

 

高速道路は、災害や事故発生時の代替路線や高度医療施設への搬送時間短縮など、暮らしの安全・安心の確保の

ために不可欠な社会基盤であり、ご指摘の状況に対応するためにも早期整備に向けた取組みを進めていくこととし

ています。 

 

・政策Ⅰ－６ 産業基盤の維持・整備 取組みの方向 １項目め 

「山陰道の早期整備を図るとともに、航空路線の維持・充実に努めます。」 

・施策Ⅰ－６－１ 高速道路網の整備 取組みの方向 １～３項目め 

「未事業化区間について、事業化に向けた手続を促進し、県内区間の早期全線事業化を目指します。」 

「事業中区間の整備を促進し、山陰道「多伎朝山道路」、「朝山大田道路」、「浜田三隅道路」などの早期開通

を目指します。」 

「高速道路ＩＣへのアクセス道路の整備を併せて進め、高速道路ネットワークの早期形成を目指します。」 

 

審５【施策Ⅰ－１－１】 

製造業において新しい

機械を導入するための国

の補助金の継続をお願い

したい。 

 

本制度については、国の平成 27年度補正予算に計上されており、事業継続される見込みとなっています。 

 

【事業概要】 

・ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金                    1,020.5 億円 

国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革新的なサービス開発・試作

品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援。 
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意見概要 考え方・対応 

審６【施策Ⅰ－２－１】 

【施策Ⅰ－２－２】 

島根全体でお酒のブラ

ンドをつくって新しい島

根の産業を興し、酒米で

農業振興につなげるとい

うことも可能であれば検

討いただきたい。 

 

ご指摘いただいた点については、重要なことと考えています。 

このため、加工品については、生産技術の向上などによる商品の高付加価値化の支援を行い、販路の開拓・拡大

に繋げていくこととしていますが、この考えの中には、酒類の産業振興も含まれています。 

 

・施策Ⅰ－２－２ 県産品の販路開拓・拡大の支援 取組みの方向 ３項目め 

「加工品については、生産技術の向上などによる商品の高付加価値化、衛生・品質管理体制整備、人材育成

等の総合的な支援を行い、販路の開拓・拡大に繋げます。」 

 

また、米づくりを通じた農業振興を図るためは、「つや姫」「きぬむすめ」等の県ブランド米や確実な需要先のあ

る酒米、モチ米等の契約的取引を拡大し、農家所得を確保することが重要であると認識しています。 

このため、米づくりについては、農家の収入を安定的に確保するため、契約的取引の拡大に向けて「売れる米づ

くり」を推進することとしています。 

 

・施策Ⅰ－２－１ 売れる農林水産品・加工品づくり 取組みの方向 ２項目め 

「米については、農家の収入を安定的に確保するため、契約的取引の拡大に向けて「売れる米づくり」を推

進します。」 

 

審７【施策Ⅰ－２－１】 

島根にはいいものがあ

って、それに対する需要

もあるが、ボリュームが

小さい。産地づくりや特

産品の育成のために、農

家が安心して取り組める

よう、10年、15年の長期

スパンで、規模拡大等を

含めて努力していこうと

する皆さんへ重点的な支

援をお願いする。 

 

施策Ⅰ－２－１：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の１項目めに文言を追加しました。 

変更前 変更後 

◯農業については、地域の特色を活かしつつ、多様な

消費者ニーズに対応した農畜産物、加工品の生産を

推進するとともに、必要な基盤の整備を進め、競争

力のある産地の育成を目指します。 

○農業については、地域の特色を活かしつつ、多様な

消費者ニーズに対応した農畜産物、加工品の生産を

推進するとともに、必要な基盤の整備を進め、長期

的に持続可能で競争力のある産地の育成を目指し

ます。 

 

 

産地づくりや特産品の育成を含め、農林水産業・農山漁村振興に係る具体的な施策展開については、「島根総合

発展計画」の部門計画である「新たな農林水産業・農山漁村活性化計画」により、長期的な振興方向（「基本計画」）

と、当面の取組み（「戦略プラン」）を明らかにしながら、様々な施策を展開しているところです。今後とも、農家

の皆さんが将来にわたり計画的に安心して営農に取り組めるよう、産地ごとのビジョンづくりを関係者と一緒にな

って進めながら、様々な支援策を継続的に講じていきたいと考えています。 
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意見概要 考え方・対応 

審８【施策Ⅰ－２－３】 

【施策Ⅱ－５－５】 

国は大規模農家と言っ

ているが、地元企業の労

働力不足を補うという面

も含め、兼業農家を増や

していくことも島根にと

っては大事だと思うの

で、その辺りも考慮に入

れながら農業政策を考え

ていったらどうか。 

 

施策Ⅰ－２－３：ご指摘を踏まえ、半農半Ｘを推進することを「取組みの方向」の２項目めに記載しました。 

変更前 変更後 

◯新規就農者や農業参入企業、認定農業者、集落営農

組織は、これからの農業の担い手です。農地中間管

理機構と連携した担い手への農地の利用集積、地域

自ら創意工夫して行う担い手へのフォローアップ

の取組みを促進することにより、法人化など安定し

た経営体として発展する担い手を育成します。 

○新規就農者や半農半Ｘ実践者、農業参入企業といっ

た多様な担い手を確保するとともに認定農業者、集

落営農組織の育成を進めます。さらに農地中間管理

機構と連携した担い手への農地の利用集積、地域自

ら創意工夫して行う担い手へのフォローアップの

取組みを促進することにより、法人化など安定した

経営体として発展する担い手を育成します。 
 

 

また、集落営農法人が地域資源や人材を活かし、小規模でも多様な事業展開で仕事を創出する「小さな起業」を

推進することとしています。 
 

・施策Ⅱ－５－５ 農山漁村の多面的機能の維持・発揮 取組みの方向 ４項目め 
「地域資源や人材を活かし、小規模でも多様な事業展開で仕事創出と収益を確保できる、集落営農法人によ

る「小さな起業」を推進します。」 
 

審９【施策Ⅰ－３－１】 

隠岐と石見圏域におけ

る観光入込客数等の目標

数値を加えて、具体的に

明示しながら、隠岐・石

見圏域の観光振興の抜本

的な底上げを図る必要が

あるのではないか。 

 

隠岐・石見圏域には隠岐ユネスコ世界ジオパークや世界遺産石見銀山など多くの魅力的な地域資源があり、これ

らを活用した観光地づくりは、地域の振興を図る上で重要な事項であることから、ご指摘のように今後ますます隠

岐・石見圏域での観光振興を図っていく必要があります。 

施策Ⅰ－３－１「地域資源を活用した観光地づくりの推進」では、観光客数が比較的堅調な出雲圏域から隠岐・

石見圏域への周遊を促進していく観点から、圏域別ではなく県全体の観光入込客数や宿泊客数を目標値とし、「現

状と課題」「取組みの方向」において、石見銀山や石見神楽、温泉などの観光商品づくり、隠岐世界ジオパークを

活用した観光振興など、隠岐・石見圏域に応じた内容を個別に盛り込み、厳しい状況にある隠岐・石見圏域の観光

振興の底上げに向けた取組みを進めていきます。 

ご指摘の点や、島根県総合戦略を踏まえ、「石見神楽定期公演鑑賞者数」「隠岐入島客数」を成果参考指標として

設定しました。 
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意見概要 考え方・対応 

審 10【施策Ⅰ－５－２】 

【施策Ⅱ－４－３】 

アンケート結果によれ

ば、仕事や職場、ワーク・

ライフ・バランスについ

て、若者や転勤・就職で

県内へ転入した人の評価

は比較的高い。このこと

が島根に住み続けること

につながると考えられる

ので、雇用に対する取組

みの強化をお願いした

い。 

 

若者の移住・定住のためには、ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる就業環境が大切であると認識

しています。 

そこで、企業におけるワーク・ライフ・バランスの取組みを進めるため、経営者への啓発や、企業の就業環境の

改善を促進することとしています。 

 

・施策Ⅰ－５－２ 人材の育成・定着 取組みの方向 ３項目め・５項目め 成果参考指標と目標値 

「企業が独自に行う人材育成・定着の取組みに対する支援を強化するとともに、企業の経営者等を対象とし

た人材育成・定着を図る取組みを進めます。」 

「関係機関と連携し労働関係法などの法制度の普及啓発を行うとともに、賃金など労働条件も含めた就業環

境の改善を促進します。」 

成果参考指標 平成２７年度  平成３１年度 

④県の支援により人材育成計画の

策定・実行に取り組む企業数（累

計） 

― 

（H26） 
75 社 

・施策Ⅱ－４－３ 子育て支援の充実 取組みの方向 ７項目め 成果参考指標と目標値 

「事業主に対する啓発や職場の意識改革を進めるとともに、従業員の子育て支援に取り組もうとする企業を

支援し、男性の育児参画を推進するなど、働きながら安心して子育てができる職場環境づくりを進めます。」 

成果参考指標 平成２７年度  平成３１年度 

②こっころカンパニー認定企業数

（累計） 

256 社 

(H26) 
400 社 
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意見概要 考え方・対応 

審 11【施策Ⅰ－５－２】 

非正規の職場での求人

数が伸びている。雇用の

質の面をどこかで評価で

きないかと思っているの

で、その視点で検討をい

ただけないか。 

 

非正規雇用を正規雇用化することは大事なことであり、国と共に支援策を検討し、取り組んでいきます。 

正規雇用（正社員）を推進するための指標として、県が認定する企業立地による新規雇用者計画数（正社員）を

設定し、そのフォローアップにも取り組んでいます。 

加えて、雇用の質に関する評価として、施策Ⅰ－５－２「人材の育成・定着」の「取組みの方向」の５項目めに、

労働条件も含めた就業環境の改善の内容を記載していましたが、より具体的に記載するとともに、「成果参考指標

と目標値」の説明にも具体的に記載しました。 

変更前 変更後 

「取組みの方向」 

○関係機関と連携し労働関係法などの法制度の普及

啓発を行い、就業環境の改善を促進します。 

 

○関係機関と連携し労働関係法などの法制度の普及

啓発を行うとともに、賃金など労働条件も含めた就

業環境の改善を促進します。 

 

「成果参考指標と目標値」 

④県の支援により人材育成について計画を策定・実行

する企業数です。毎年度 15 社程度の企業が取り組

むことを目指します。 

 

④県の支援により人材育成について計画を策定・実行

し、労働条件を含む就業環境の整備・人材育成に取

り組む企業数です。毎年度 15 社程度の企業が取り

組むことを目指します。 
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意見概要 考え方・対応 

審 12【施策Ⅰ－５－３】 

ＵＩターンの中でも、

県内の解決すべき課題を

取り上げ、それに取り組

みたいという人に積極的

に移住の応援をするよう

なことをしてはどうか。 

 

現在、県では人材誘致の強化に取り組んでおり、地域課題解決の担い手となる都市部人材の移住を推進しており、

今後も積極的に支援していきます。 

【事業例】 

・移住検討者に対して面談を実施し、移住後に取り組みたい内容を把握することで適切な支援制度・支援機関

等へ誘導し、移住者の知識・経験・能力を必要とする地域とのマッチングを図る。 

・平成 22年度からは東京において、課題解決型連続講座である「しまコトアカデミー」事業を実施し、地域

の課題を提示した上で自身の解決プランを作成・実施する支援を行っている。なお、平成 27年度からは大

阪においても同事業を実施している。 

・東京において、人材不足分野に着目したセミナーを開き、移住検討者の増加を図る。 

 

島根県の地域課題の解決に取り組みたいという人に対して積極的に移住支援を行うことは重要な視点であるこ

とから、ご指摘を踏まえ、施策Ⅰ－５－３「ＵＩターンの促進」の「取組みの方向」の５項目めに追記しました。 

変更前 変更後 

（記載なし） ○島根県の地域課題解決の担い手となる都市部人材

の移住を積極的に推進します。 
 

 

 

審 13【施策Ⅰ－５－３】 

田舎ツーリズムに今一

度力を入れて、ブラッシ

ュアップして体制を整え

ていけば、外国の方が来

てくれる機会が増えるの

ではないか。 

 

施策Ⅰ－５－３：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の２項目めの表現を改めました。 

変更前 変更後 

○「しまね田舎ツーリズム」による体験プログラムや、

農山漁村での生活体験、市街地でのお試し暮らしな

ど、島根くらしの体験を通じて、地域の魅力の触れ

る機会を増やします。 

○「しまね田舎ツーリズム」による体験プログラムや、

農山漁村での生活体験、市街地でのお試し暮らしな

ど、島根暮らしの体験を通じて、地域の魅力に触れ

たり、交流やＵＩターンの契機となるような機会を

増やします。島根に住む人々が地域の魅力を再発見

するなどの観点から、「しまね田舎ツーリズム」に

ついては、魅力的な体験プログラムの開発やブラッ

シュアップ、新規実践者の掘り起こしなどの取組み

を推進します。 
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意見概要 考え方・対応 

審 14【施策Ⅱ－２－３】 

活躍されている高齢者

は多い。年齢３区分で 65

歳以上がひとくくりにな

っているが、細分化して

考えていくと、もっと地

域の可能性や隠れている

問題が見えてくるのでは

ないか。 

 

 

ご指摘いただいたとおり、県内では 65歳以上の方々が地域のリーダーや担い手の中心となって活躍されていま

す。 

高齢者をひとくくりにするのではなく、よりきめ細かく地域における高齢者の役割を踏まえ、こうした方々が、

今後も能力を発揮して生産活動に関わりながら、元気で心豊かに住み続けられるような地域づくりが求められま

す。 

このため、地域活動を支える高齢者の育成を図るなど、高齢者が支える側に立って活動するよう意識改革を促し、

元気な高齢者が社会参加活動の中で生きがいを醸成できるような環境づくりを図るとともに、高齢者が地域社会の

担い手として活躍する「新たな共助の仕組みづくり」に努めることとしています。 

 

・施策Ⅱ－２－３ 高齢者福祉の推進 取組みの方向 ８項目め 

「地域活動を支える高齢者の育成を図るなど、高齢者が支える側に立って活動するよう意識改革を促し、元

気な高齢者が社会参加活動の中で生きがいを醸成できるような環境づくりを図るとともに、高齢者が地域社

会の担い手として活躍する「新たな共助の仕組みづくり」に努めます。」 

 

審 15【施策Ⅱ－２－３】 

定員に対して受入れは

それを満たしていない高

齢者福祉施設があるが、

町の対応も十分でないと

ころがある。県全体の福

祉計画をどうしていくの

かは大きな問題。 

 

市町村や事業者に対しては、平成 27 年３月に策定した「第６期島根県老人福祉計画・島根県介護保険事業支援

計画」において様々な形で支援・指導を行っていくこととしています。 

介護保険の実施主体である市町村に対しては、支援を行うとともに必要に応じて助言をしていくこととしていま

す。 

また、事業者に対しては、人材確保など引き続き支援・指導していくこととしています。 

 

・施策Ⅱ－２－３ 高齢者福祉の推進 取組みの方向 １項目め・４項目め・５項目め 

「介護保険制度の安定した運営を進めるため、市町村に対して、適切な制度運営に向けた支援を行います。」 

「介護サービスの質の確保・向上を図るため、介護サービス事業者へ必要な指導や支援を行います。」 

「福祉・介護人材に関わる関係団体等と連携し、若年層への働きかけや、未就業女性・中高年男性も含めた

介護職への就職支援、新任職員の資格取得支援、未就労の専門職に対する就労支援など介護人材の確保・定

着に取り組みます。」 

 



10 
 

意見概要 考え方・対応 

審 16【施策Ⅱ－２－３】 

介護に関して、人材不

足が甚だしく利用を断ら

ざるをえない状況などが

あり、介護人材確保につ

いてもっと踏み込んでも

らいたい。 

 

施策Ⅱ－２－３：ご指摘を踏まえ、「現状と課題」の３項目めの表現を改めました。 

変更前 変更後 

○75 歳以上の高齢者の増加が見込まれることから、

今後、医療ニーズの高い要介護認定者や認知症高齢

者のさらなる増加が予想されます。また、これに伴

い介護人材の確保も必要となります。 

○75歳以上の高齢者の増加が見込まれることから、

今後、医療ニーズの高い要介護認定者や認知症高齢

者のさらなる増加も予想され、これに伴い介護人材

の確保が必要となります。介護職場は賃金や労働環

境など解決すべき課題も多く、人材不足の拡大が予

想されます。特に、厳しい環境にある離島・中山間

地域における取組みが喫緊の課題です。 

 

 

 

審 17【施策Ⅱ－２－３】 

介護の人材不足を補うた

め、海外の人を入れるという

ことを島根県ではやらざるを

得ないのではないか。 

 

介護人材不足を解消するための施策は、大変重要なことと考えています。 

ご指摘いただいた点については、現在、厚生労働省において検討されているところであり、県としては国の動向

や県内の状況を踏まえながら、施策Ⅱ－２－３「高齢者福祉の推進」の「取組みの方向」の５項目めに記載のある

介護人材の確保の取組みの一環として検討していきたいと考えています。 

 

・施策Ⅱ－２－３ 高齢者福祉の推進 取組みの方向 ５項目め 

「福祉・介護人材に関わる関係団体等と連携し、若年層への働きかけや、未就業女性・中高年男性も含めた

介護職への就職支援、新任職員の資格取得支援、未就労の専門職に対する就労支援など介護人材の確保・定

着に取り組みます。」 
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意見概要 考え方・対応 

審 18【施策Ⅱ－２－３】 

介護職員が給料が安い

ということで辞めてしま

うので人材の確保が課

題。 

 

施策Ⅱ－２－３：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の５項目めの表現を改めました。 

変更前 変更後 

○福祉・介護人材に関わる関係団体等と連携し、介護

人材の確保・定着に取り組みます。 

○福祉・介護人材に関わる関係団体等と連携し、若年

層への働きかけや、未就業女性・中高年男性も含め

た介護職への就職支援、新任職員の資格取得支援、

未就労の専門職に対する就労支援など介護人材の

確保・定着に取り組みます。 

 

 

 

審 19【政策Ⅱ－２－３】 

訪問リハビリのニーズ

が高いので、訪問リハビ

リの件数をはかることも

検討事項にいれてもらえ

ないか。 

 

リハビリテーションの提供に当たっては、高齢者の状態に応じ、リハビリテーション専門職だけでなく医療・介

護に関わる専門職等が連携し、訪問リハビリをはじめ通所リハビリ等がそれぞれ適時適切に提供されることが重要

です。 

このため、「第６期島根県介護保険事業支援計画」の基本目標の一つに「医療との連携」を掲げ、これに向けた

取組みの中でリハビリテーションの推進を図っていくこととしています。 

第３次実施計画（案）においても、施策Ⅱ－２－３「高齢者福祉の推進」の「取組みの方向」の３項目めで示し

ている「医療・介護連携の推進」として、訪問リハビリを含め効果的なリハビリテーションが提供されるよう多職

種連携を進めていきます。 

 

・施策Ⅱ－２－３ 高齢者福祉の推進 取組みの方向 ３項目め 

「医療・介護連携の推進や介護予防の強化、生活支援サービス提供体制の整備などに向けた市町村の取組み

を支援します。また、こうした市町村の取組みにおいて、中山間地域等での生活を支える小さな拠点づくり

との連携が積極的に図られるよう支援します。」 

 

ご指摘のように、在宅医療の推進状況を測る指標として、ニーズの高い訪問リハビリへの対応状況を加えること

についても検討いたしましたが、以下の理由により現時点では困難と考えます。 

・訪問リハビリには医療保険を適用するものと、介護保険を適用するものがあり、介護給付費実態調査により、

介護保険を適用した訪問リハビリについては件数把握が可能であるが、医療保険を適用したものの把握は現

時点では困難な状況である。 

・在宅医療の推進状況については、訪問看護師の状況により一定程度の評価が可能である。 

なお、施策Ⅱ－２－３「高齢者福祉の推進」の成果参考指標については、「介護を要しない高齢者の割合」を設

定しており、リハビリテーションの推進の成果もこの指標に一定程度反映されるものと考えます。 
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意見概要 考え方・対応 

審 20【政策Ⅱ－２－３】 

小さな拠点に対して、

医療や福祉が積極的に連

携することを応援するよ

うな施策をつくってもら

えないか。 

 

政策Ⅱ－２－３：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の３項目めについて、「小さな拠点づくり」との連携への支

援も含めて、表現を改めました。 

変更前 変更後 

○医療・介護連携の推進や介護予防の強化、生活支援

サービス提供体制の整備などに向けた市町村の取

組みを支援します。 

○医療・介護連携の推進や介護予防の強化、生活支援

サービス提供体制の整備などに向けた市町村の取

組みを支援します。また、こうした市町村の取組み

において、中山間地域等での生活を支える小さな拠

点づくりとの連携が積極的に図られるよう支援し

ます。 
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意見概要 考え方・対応 

審 21【施策Ⅱ－２－６】 

【施策Ⅱ－４－４】 

子どもの貧困の問題に

ついて、もっと踏み込ん

でほしい。 

 
子どもの貧困対策は複数の施策にわたって取り組んでいることから、関係箇所の記載を見直しました。 

 
施策Ⅱ－２－６：ご指摘を踏まえ、「現状と課題」の４項目めと、「取組みの方向」の３項目めに追記しました。 

変更前 変更後 

「現状と課題」 
（記載なし） 

 
 

 

 
○子どもの貧困については「子どもの貧困対策の推進
に関する法律」が制定され、国と地方自治体の緊密
な連携の下、関連分野による総合的な取組みとして
行われることになりました。 

「取組みの方向」 
（記載なし） 

 
○平成 26 年度に策定した「島根県子どものセーフテ
ィネット推進計画」に基づき、市町村と連携しなが
ら貧困の状態にある子どもを発見し適切な支援に
つなぐ連携の強化に取り組みます。 

 
施策Ⅱ－４－４：ご指摘を踏まえ、「現状と課題」の２項目めの表現を改め、５項目めを追記し、「取組みの方向」

の４項目めに追記しました。 

変更前 変更後 

「現状と課題」 
○里親への委託や児童福祉施設へ入所する子どもの
中には、被虐待児や発達障がい児など手厚い支援を
要する子どもが増加しています。より家庭的な環境
の中での養育や専門的ケア、家庭復帰や自立に向け
たきめ細かな支援の充実が必要となっています。 

 
（記載なし） 

 
 
 

 
○里親への委託や児童福祉施設への入所など社会的
養護を必要とする子どもの中には、被虐待児や発達
障がい児など手厚い支援を要する子どもが増加し
ています。より家庭的な環境の中での養育や専門的
ケア、家庭復帰や自立に向けたきめ細かな支援の充
実が必要となっています。 

○社会的養護を必要とする子どもやひとり親家庭の
子どもについては、子どもの貧困対策の視点から
も、関係機関と連携して取り組んでいく必要があり
ます。 

「取組みの方向」 
（記載なし） 

 

 
○子どもの貧困対策として、関係機関と連携して、早
期発見から適切な支援につなげるとともに、学習支
援や経済的支援等の自立支援を進めて行きます。 
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意見概要 考え方・対応 

審 22【施策Ⅱ－３－１】 

済生会病院ががらがら

なので、整肢学園を済生

会病院にもってきてはど

うか。 

 

 

県としては二次医療圏の医療提供体制を維持・充実する観点から、医療機関の役割分担と連携を推進していると

ころです。 

ご意見につきましては、各病院において病院機能を検討される中で、委員からのご意見として紹介していきます。 

 

審 23【施策Ⅱ－３－３】 

看護職員の確保に向け

て、勤務環境の改善等を

挙げてもらっているが、

訪問看護はみんながやっ

たことのない領域で不安

があるし、少ない人数で

対応しなければならない

ので、「人材の育成」とい

う言葉を入れてもらいた

い。 

 

施策Ⅱ－３－３：ご指摘を踏まえ、看護職員の人材育成を「取組みの方向」の３項目めに記載しました。 

変更前 変更後 

○看護職員については、引き続き、県内高校生の県内

養成機関への進学を促進するとともに、看護学生修

学資金などにより県内就業を促進します。さらに、

県内外へ向けて、これらの取組みを積極的に情報発

信していきます。また、就業後の定着に向けて、職

場環境の改善などにより離職防止を図るとともに、

離職時における看護師等の県ナースセンターへの

届出制度の活用や就業支援講習会の開催などによ

り再就業を支援します。 

○看護職員については、引き続き、県内高校生の県内

養成機関への進学を促進するとともに、看護学生修

学資金などにより県内就業を促進します。さらに、

県内外へ向けて、これらの取組みを積極的に情報発

信していきます。また、就業後の定着に向けて、職

場環境の改善などにより離職防止を図るとともに、

離職時における看護師等の県ナースセンターへの

届出制度の活用や就業支援講習会の開催などによ

り再就業を支援します。このほか、各種研修等の実

施など看護職員の資質向上や人材育成に取り組み

ます。 
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意見概要 考え方・対応 

審 24【施策Ⅱ－３－３】 

【施策Ⅱ－４－２】 

西部は医療過疎。山陽

側では産科医不足に対し

て助産師を養成して連携

して対応することなど取

り組んでいるようだが、

こうした細かな対応も含

めて、医師の確保、医療

体制の維持・確保を期待。 

 

審 25【施策Ⅱ－３－３】 

【施策Ⅱ－４－２】 

医療提供体制の地域偏

在を是正するための方策

について何かあろうと思

うのでよろしくお願いし

たい。 

 

施策Ⅱ－３－３：西部の医療過疎や地域偏在を是正する方策は、重要な課題と認識していますので、ご指摘を踏

まえ、医師については、「取組みの方向」の１項目めの表現を改めました。また、看護職員についても事務事業に

おいて地域偏在是正の具体的方策を検討していきます。 

変更前 変更後 

○医師については、無料職業紹介所（通称「赤ひげバ

ンク」）を活用した「現役の医師の確保」、奨学金制

度などを中心とした「将来の医師の養成」、「地域で

勤務する医師の支援」対策の三つの柱で取組みを行

います。とりわけ、地域枠や奨学金を貸与した医師

の県内定着、中山間地域などの医師不足地域での勤

務が計画的に進められるよう、大学やしまね地域医

療支援センターと連携し、これらの医師が県内に軸

足を置きながら専門医等の資格が取得できるよう

キャリアアップを支援します。 

○医師については、無料職業紹介所（通称「赤ひげバ

ンク」）を活用した「現役の医師の確保」、奨学金制

度などを中心とした「将来の医師の養成」、「地域で

勤務する医師の支援」対策の三つの柱で取組みを行

います。とりわけ、地域枠や県内・過疎地域の勤務

義務を課する奨学金を貸与した医師の県内定着を

推進し、中山間地域などの医師不足地域での勤務が

計画的に進められるよう、大学やしまね地域医療支

援センターと連携し、これらの医師が県内に軸足を

置きながら専門医等の資格が取得できるようキャ

リアアップを支援します。また、代診医の派遣やド

クターヘリの運航、医療情報ネットワーク「まめネ

ット」による医療機関連携などにより、医師不足地

域に勤務する医師を支援します。 

 

 

施策Ⅱ－４－２：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の３項目め及び４項目めの表現を改めました。 

変更前 変更後 

○県内どこに住んでいても安全で安心なお産ができ

るよう周産期医療の効果的な機能分担とネットワ

ークの充実及び医師と助産師の協働による助産師

外来等の開設を進めます。 

○県内どこに住んでいても安心してお産ができるよ

うに、医師、助産師等の連携による効果的な周産期

医療の体制づくりを進めます。 
○助産師の相談機能を発揮した助産師外来等の開設

を進めるために、医師と助産師の協働の推進や助産

師の研修体制の充実を図ります。 
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意見概要 考え方・対応 

審 26【施策Ⅱ－４－２】 

妊娠から出産するまで

の様々な相談ができるよ

うな窓口や、金銭的な支

援など、産むにも産みや

すい環境を島根としてつ

くっていく必要があるの

ではないか。 

 

 

施策Ⅱ－４－２：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の１項目めに追記しました。 

変更前 変更後 

（記載なし） ○市町村に妊娠・出産・子育ての総合相談窓口の設置

を進め、妊娠期からの切れ目のない相談・支援体制

づくりを支援します。 

 
 

審 27【施策Ⅱ－５－２】 

小さな拠点づくりにつ

いて、住民主体といって

突き放すのではなく、住

民が生きがいや夢を持っ

てそこで生活していける

ように、お金だけではな

く知恵を一緒になって考

えてあげることなど、き

め細やかな配慮をお願い

したい。 

 

施策Ⅱ－５－２：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の１～２項目めに追記しました。 

変更前 変更後 

（記載なし） ○人口見通しなど地域の長期展望を踏まえてどのよ

うに地域を再生していくのかという課題意識を深

めてもらえるよう、県・市町村から地域住民に対し

て問題提起を行うとともに、地域における計画づく

りや課題解決に向けた実践活動などへの現場支援

を強化しながら「小さな拠点づくり」を積極的に進

めます。 

○「小さな拠点づくり」に当たっては、地域の課題を

住民自身の力で解決していく自主的な学習・実践活

動の拠点である公民館等と連携し、地域の情報を網

羅した「しまねの郷づくりカルテ」も使いながら、

住民の議論の喚起を図ります。 

 

 

 

審 28【施策Ⅱ－５－２】 

行政からのアドバイザ

ーは、地域を勉強し、そ

の地域にあったアドバイ

スを公民館でしてもらい

たい。 

 

 

次期島根県中山間地域活性化計画においては、中山間地域の課題解決に向けて、市町村、地域の方々と十分連携

を図りながら「小さな拠点づくり」などを推進します。 

「小さな拠点づくり」に当たっては、公民館エリア（旧小学校区）を基本として、住民主体の議論を通じて、地

域運営（生活機能、生活交通、地域産業）の仕組みづくりを進めることとしていますので、ご指摘いただいた点を

十分踏まえて取り組んでいきます。 
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意見概要 考え方・対応 

審 29【施策Ⅲ－１－４】 

県立大学やそこの学生

が地域の中に入って、シ

ャッター街の空き家など

を小さな核として、地域

の人々と一緒になった取

組みをするとよいのでは

ないか。 

 

県立大学は、地域をフィールドとした幅広い研究活動の充実、地域が必要としている人材育成に取り組むことと

しており、県は、こうした取組みを支援することとしています。 

 

・施策Ⅲ－１－４ 高等教育の充実 取組みの方向 ２項目め 
「また、県立大学が行う地域をフィールドとした幅広い研究活動の充実に向けた取組み、地域が必要として

いる人材育成の取組みに対し、必要な支援を行います。」 
 
県立大学の取組みとして、具体的には、地域課題や地元産業が抱える課題を、学生が具体的に考えるプログラム

などのフィールド学習や、年間 800 人を超える学生のボランティアの参加などで地域の方々と一緒になった活動を

行っています。 

また、空き家や空き店舗を活用した取組みについては、次のような事例があります。 

・県立大学の学生が地元のＮＰＯ法人と連携し、市街地のコミュニティスペースを活用し、地域の小学生やそ

の保護者を対象に、料理教室や科学実験教室などを定期的に企画・開催し、地域住民との交流を進めていま

す。 

・浜田市の島根県立大学支援事業では、市街地の空き家・空き店舗をシェアハウスに改修し、県立大学の学生

が入居する取組みに参加し、商店街活動への参加や地域住民との交流を進めています。 

・現在、浜田市金城町内にも県立大学の学生向けのシェアハウスの整備が進められており、地域住民と新たな

地域コミュニティを形成する予定です。 

今後もこうした取組みを継続するとともに、県においても必要な支援を行っていきます。 

 

審 30【施策Ⅲ－３－２】 

地域の活性化には女性

の活躍が重要。 

 

中山間地域が大半を占め、少子高齢化が急速に進んでいる島根県では、女性の活躍の場は幅広い分野に及び、地

域活動の担い手としても重要な役割を担っていることなどから、女性の発想や能力が地域社会で十分に生かされ、

男女が共に支え合い、いきいきと暮らしていける地域づくりを推進することが重要であると考えています。 

このため、地域の担い手となる女性人材の育成に努めるとともに、魅力ある地域づくりや次代を担うひとづくり

などに取り組む女性への支援を行うこととしています。 

 

・施策Ⅲ－３－２ 男女共同参画の推進 取組みの方向 ４項目め 

「地域の担い手となる女性人材の育成に努めるとともに、魅力ある地域づくりや次代を担うひとづくりなど

に取り組む女性への支援を行います。」 
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意見概要 考え方・対応 

審 31【施策１】 

１つの課題について、

行政やＮＰＯ、企業など

みんなで話し合う場を持

つことが非常に大切。 

 

行政が、県民、企業、ＮＰＯなどと、共通する課題の解決に向けた話し合いを行うことは、多様な主体と幅広い

協働を進めていく上でも、大変重要であると認識しています。 

このため、対話を重視し、双方向の情報共有を進めながら、県民の声がよく県政に反映できる体制を整えるとと

もに、県民・企業・ＮＰＯなどとの幅広い協働を進めることとしています。 

 

・施策１ 県民の総力を結集できる行政の推進 目的 

「対話を重視し、双方向の情報共有を進めながら、県民の声がよく県政に反映できる体制を整えるとともに、

県民・企業・ＮＰＯなどとの幅広い協働を進めることにより、県民が主体的に地域づくりに参画する総力結

集型の行政を推進します。」 

 

審 32【施策５】 

産業振興や地域振興、

伝統工芸でもないが、地

域で活動していると、地

域としては絶対に絶やし

たくないものへの支援な

ど、提案されているセク

ション毎の縦割りの施策

単位では拾えないような

取組みも必要。こうした

取組みは横の連携が必要

なので、今後、県民に示

す段階では横のつながり

が分かりやすくなってい

るとよい。 

 

 

ご指摘いただいた点については、重要であると考えています。 

総合発展計画は、基本目標を達成するために必要な政策・施策を、各部局の所掌事務にとらわれずに、県民にと

っての分かりやすさの観点も踏まえながら体系化しています。 

素案ではお示ししていませんでしたが、案では、施策ごとの主な事務事業、担当部署を記載しています。 

これまでも政策・施策ごとに、それぞれの目的の達成に向けて、関係する部局が複数あれば、取りまとめ部局を

中心に複数部局が横の連携を図りながら推進するよう努めてきましたが、部局間の連携の重要性に鑑み、施策５「政

策推進システムの充実」の「取組みの方向」の２項目めに追記しました。 

変更前 変更後 

（記載なし） ○政策、施策ごとに、それぞれの目的達成に複数部局

が関連する場合は、横断的な連携を図りながら総合

的に推進します。 

 

 

その上で、ご提案にあったような取組みは、例えば、地域の資源をどういう目的で活かしていくのかという視点

で必要な取組みを部局横断的に進めていきます。 
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島根総合発展計画の第３次実施計画（素案）に係る意見への対応一覧 
 

【 県 議 会 】 

意見概要 考え方・対応 

議員１【全般】 

総合戦略の基本目標や

重要業績評価指標（ＫＰ

Ｉ）との関係が分かりに

くいので、その点を分か

りやすくできないか。 

 

 

総合戦略の基本目標と重要業績評価指標（ＫＰＩ）のうち、第３次実施計画の施策単位の成果を表す指標として

適したものについては、成果参考指標としても採用しています（参考資料１参照）。 

議員２【全般】 

「島根を取り巻く情

勢」において、都市部に

おいては経済が改善して

いるかのような認識で記

載されているが、本当に

そうなのか、現状を正確

に踏まえて記載すべき。 

 

近年の日本経済の状況を見ると、 

・実質ＧＤＰ成長率は、消費税率の引き上げに伴う一時的な減少はあるものの上昇傾向にあること 

・企業の経常利益は、2013 年以降、顕著に改善し、過去最高にあること 

・2015 年の倒産件数は、２年連続で１万件を下回り、25年ぶりの低水準にあること 

・有効求人倍率、正社員の有効求人倍率とも上昇傾向にあること 

などから、我が国全体では、緩やかな景気の回復基調が続いていると認識しています。 

大都市部に比べて、地方では景気回復の効果を十分には実感できていない状況にあることから、景気回復の効果

を一層拡大していくことが求められていることが明らかとなるよう、「島根を取り巻く情勢」の表現を改めました。 

変更前 変更後 

・経済の好循環に向けた動きの地域経済への波及 

我が国全体では、多くの経済指標が改善を見せていま

す。企業収益の改善が賃金上昇や雇用拡大につなが

り、消費の拡大や投資の増加を通じて更なる企業収益

に結び付くという経済の好循環を、地方においても実

現することが求められています。 

・経済の好循環の一層の拡大 

我が国全体では、緩やかな景気の回復基調が続いてい

ますが、大都市部に比べて、地方では景気回復の効果

を十分には実感できていない状況にあります。企業収

益の改善が賃金上昇や雇用拡大につながり、消費の拡

大や投資の増加を通じて更なる企業収益の拡大に結

び付くという経済の好循環を、一層拡大していくこと

が求められています。 
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意見概要 考え方・対応 

議員３【政策Ⅰ－２】 

島根県の農業は、何が

問題・課題で、何を目指

すのか、そのために国に

何を求めるのか、議論を

きちんと整理する必要が

ある。 

 

今後激しさを増す産地間競争の中で、島根県の農業・農村が持続的に発展していくためには、産業として成り立

つ農業を目指した経営体の育成が必要と考えています。 

このため「島根総合発展計画」の中では、高品質で付加価値が高い売れる農林水産品・加工品づくりや、県産品

の販路拡大を戦略的に展開するとともに、意欲のある担い手を育成・確保し、地域産業を振興することとしており、

詳細については、「島根総合発展計画」の部門計画である「新たな農林水産業・農山漁村活性化計画」により、長

期的な振興方向「基本計画」と当面の取組み「戦略プラン」を明らかにしながら、様々な施策を展開しています。 

農業・農村の具体的な課題解決に向け、平成 28 年度からの次期戦略プランを推進する中で、必要に応じて国へ

の施策要望を行いながら、島根県の農業・農村の更なる持続的発展を目指して取り組んでいくこととしています。 

 

・政策Ⅰ－２ 自然が育む資源を活かした産業の振興 目的 

「高品質で付加価値が高い売れる農林水産品・加工品づくりや、県産品の販路拡大を戦略的に展開するとと

もに、意欲のある担い手を育成・確保し、地域産業を振興します。」 

 

議員４【施策Ⅰ－２－１】 

有機農産物やエコロジ

ー農産物について、農協

が引き取らないため、自

分で売らざるを得ないと

いう現状があるが、その

ような課題に対する具体

的な取組みが書かれてい

ない。 

 

施策Ⅰ－２－１：ご指摘を踏まえ、販売面も含めた内容を「取組みの方向」の１項目めに記載しました。 

変更前 変更後 

○農業については、地域の特色を活かしつつ、多様な

消費者ニーズに対応した農畜産物、加工品の生産を

推進するとともに、必要な基盤の整備を進め、競争

力のある産地の育成を目指します。また、環境に配

慮した生産を促進し、特に、島根の豊かな自然を活

かし、本県の農業・農村のクリーンなイメージを浸

透させることとなる有機農業や特別栽培農産物の

拡大を図り、県農産品のブランドイメージ向上につ

なげていきます。 

○農業については、地域の特色を活かしつつ、多様な

消費者ニーズに対応した農畜産物、加工品の生産を

推進するとともに、必要な基盤の整備を進め、長期

的に持続可能で競争力のある産地の育成を目指し

ます。また、環境に配慮した生産を促進し、特に、

島根の豊かな自然を活かし、本県の農業・農村のク

リ－ンなイメ－ジを浸透させることとなる有機農

業や特別栽培農産物については、生産と販売対策を

一体的に進める契約的取引などを拡大し、県農産品

のブランドイメ－ジ向上につなげます。 
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意見概要 考え方・対応 

議員５【施策１－２－１】 

畜産について、大規模

化を一つの方向として明

確に打ち出すべきではな

いか。 

 

ご指摘いただいた点については、重要であると認識しています。 

このため、肉用牛・乳用牛については、規模拡大や生産性の向上を図る仕組みを構築して、生産基盤を強化する

こととしており、この考えの中には、大規模化も含まれています。 

 

・施策Ⅰ－２－１ 売れる農林水産品・加工品づくり 取組みの方向 ４項目め 

「肉用牛・乳用牛については、肉用牛農家・酪農家・集落営農組織等が共同子牛育成施設や飼料生産受託組

織などの外部支援組織を介して相互に連携し、規模拡大や生産性の向上を図る仕組みを構築して、生産基盤

を強化します。」 

 

議員６【施策Ⅰ－２－１】 

米について需要に応じ

た生産に移行していく必

要がある。すなわち生産

量を減らしていく一方

で、農林水産基盤の整備

を進めることとしている

のは、矛盾しているので

はないか。 

 

農業基盤の整備については、米の生産コストの削減、また水田汎用化により様々な作物生産にも対応できるよう

必要な基盤整備を進めることとしています。 

 

施策Ⅰ－２－１：「現状と課題」の８項目めの「農林水産基盤の整備」については、前段に記載している農林水

産業の具体的な課題に対応した農林水産基盤の整備を意図しているため、その趣旨が明確となるよう、表現を改め

ました。 

変更前 変更後 

○これらの推進にあたっては、必要な農林水産基盤の

整備を進めるとともに、農林水産基盤施設の機能を

適切に発揮させるため、効率的な維持管理や機能保

全を行っていく必要があります。 

 

○これらの推進にあたって必要な農林水産基盤の整

備を進めるとともに、農林水産基盤施設の機能を適

切に発揮させるため、効率的な維持管理や機能保全

を行っていく必要があります。 

 

 

 



22 
 

意見概要 考え方・対応 

議員７【施策Ⅰ－２－１】 

６次産業は非常に困難

である。生産を担う農家

が、外部資本を入れて施

設を整備して、販売まで

行うことは容易ではない

にも関わらず、具体的な

方策が書かれていない。 

 

島根県の農林漁業者の経営規模は小さなものが多く、農林漁業者単独での６次産業の取組みには限界があり、農

林漁業者と商工事業者等の多様な事業者が連携し、ノウハウ、スキル等を相互補完しつつ取り組んでいくことが重

要であると考えております。 

 

施策Ⅰ－２－１：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の１２項目めの表現を改めました。 

変更前 変更後 

○事業者等に対するサポート体制を強化するととも

に、市町村を中心とした広がりのある６次産業の展

開等を促進し、多様な事業者が連携して取り組む６

次産業の拡大を図ります。 

○事業者等に対するサポート体制を強化するととも

に、市町村を中心とした広がりのある６次産業の展

開等を促進し、農林漁業者と商工事業者等の多様な

事業者が連携して取り組む６次産業の拡大を図り

ます。 

 

 

 

議員８【施策Ⅰ－２－２】 

食品製造業は海外に流

出している。円安により

最近は国内回帰してきて

いるが、このような環境

下で、どのように輸出を

拡大していくのか。 

 

近年、高品質な日本の農林水産品への需要が海外の富裕層を中心に高まっており、「和食」のユネスコ無形文化

遺産登録も追い風となって、日本からの輸出も順調に伸びてきています。 

そこで、「安全・安心」かつ高品質な島根県産品の強みを活かして、台湾をはじめとする東アジアや欧米諸国等

の富裕層をターゲットとする販路拡大に取り組むこととしており、国内外の商社など輸出パートナーの確保も図り

ながら輸出を促進していきます。 

 

・施策Ⅰ－２－２ 県産品の販路開拓・拡大の支援 取組みの方向 ４項目め 

「欧米・中東などの新たな国・地域を含む有望市場に向けて、「安全・安心」な島根県産品の強みを活かし

た輸出の促進に取り組むとともに、輸出に取り組む企業や観光との連携などによる県産品のブランド力の向

上を図ります。」 
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意見概要 考え方・対応 

議員９【施策Ⅰ－５－２】 

「雇用の質」に関して、

正規雇用を拡大する方向

で指標を掲げて取り組む

べき。 

 

非正規雇用を正規雇用化することは大事なことであり、国と共に支援策を検討し、取り組んでいきます。 

正規雇用（正社員）を推進するための指標として、県が認定する企業立地による新規雇用者計画数（正社員）を

設定し、そのフォローアップにも取り組んでいます。 

加えて、雇用の質に関する評価として、施策Ⅰ－５－２「人材の育成・定着」の「取組みの方向」の５項目めに、

労働条件も含めた就業環境の改善の内容を記載していましたが、より具体的に記載するとともに、「成果参考指標

と目標値」の説明にも具体的に記載しました。 

変更前 変更後 

「取組みの方向」 

○関係機関と連携し労働関係法などの法制度の普及

啓発を行い、就業環境の改善を促進します。 

 

○関係機関と連携し労働関係法などの法制度の普及

啓発を行うとともに、賃金など労働条件も含めた就

業環境の改善を促進します。 

 

「成果参考指標と目標値」 

④県の支援により人材育成について計画を策定・実行

する企業数です。毎年度 15 社程度の企業が取り組

むことを目指します。 

 

④県の支援により人材育成について計画を策定・実行

し、労働条件を含む就業環境の整備・人材育成に取

り組む企業数です。毎年度 15 社程度の企業が取り

組むことを目指します。 
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意見概要 考え方・対応 

議員 10【施策Ⅱ－１－２】 

「土砂災害特別警戒区

域の基礎調査結果の公表

市町村数」を指標に掲げ

ているが、調査すれば足

りるということではな

く、その対策を進めてい

くことが重要である。こ

の指標だと、土砂災害特

別警戒区域の指定を進め

ていく意志がないものと

受け取られかねない。 

 

土砂災害特別警戒区域の指定は、住民の理解を得ながら進めていくことが重要と考えています。 

そこで、基礎調査結果を公表し住民に危険な箇所を認識してもらうことは、自らの建築物の補強や避難などの自

助対応につながるばかりでなく、土砂災害に対する理解の向上や特別警戒区域の指定に向けた重要な動機付けにな

ると考えています。 

このことから、基礎調査結果の公表は土砂災害防止対策として重要な施策であり、土砂災害防止法においても公

表が義務づけられたところです。県では、この調査を国の補助事業を活用して平成 31 年度完了を目途に重点的・

計画的に進めていきます。 

以上のことから、土砂災害特別警戒区域の基礎調査結果の公表市町村数を、住民周知と理解を図り、土砂災害か

ら生命財産を守る施策としての成果参考指標としたいと考えています。 

一方、特別警戒区域の指定については「取組みの方向」にも記載していますが、基礎調査結果の公表による住民

周知と理解のもとで、市町村と協力して進めることとしています。 

 

・施策Ⅱ－１－２ 消防防災対策の推進 取組みの方向 ３項目め 

「土砂災害特別警戒区域の基礎調査結果の公表を行い、指定を進めるとともに、県民の防災意識の向上のた

め、土砂災害防止学習会等に取り組みます。」 
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意見概要 考え方・対応 

議員 11【施策Ⅱ－２－３】 

【施策Ⅱ－４－３】 

介護などの分野におけ

る人材不足は、労働環境

や待遇に原因がある。人

材不足の背景をしっかり

分析して、どのような対

策を講じていくのかを明

確にすべき。 

 

県では平成 25 年度に県内の福祉・介護関係事業者を対象とした「福祉・介護人材の確保・定着に関する調査」

を行い、その調査結果を踏まえ事業を実施しています。 

また、同年に実施した「保育士就業支援に向けた実態調査」をもとに「子ども・子育て支援事業支援計画」を策

定し、保育人材の確保のための取組みを進めることとしています。 

今後も様々な方法で、現場の状況を把握し施策に反映させていきたいと考えています。 

 

施策Ⅱ－２－３：ご指摘を踏まえ、「現状と課題」の３項目めと、「取組みの方向」の５項目めの表現を改めまし

た。 

変更前 変更後 

「現状と課題」 

○75 歳以上の高齢者の増加が見込まれることから、

今後、医療ニーズの高い要介護認定者や認知症高齢

者のさらなる増加が予想されます。また、これに伴

い介護人材の確保も必要となります。 

 

○75 歳以上の高齢者の増加が見込まれることから、

今後、医療ニーズの高い要介護認定者や認知症高齢

者のさらなる増加も予想され、これに伴い介護人材

の確保が必要となります。介護職場は賃金や労働環

境など解決すべき課題も多く、人材不足の拡大が予

想されます。特に、厳しい環境にある離島・中山間

地域における取組みが喫緊の課題です。 

 

「取組みの方向」 

○福祉・介護人材に関わる関係団体等と連携し、介護

人材の確保・定着に取り組みます。 

 

○福祉・介護人材に関わる関係団体等と連携し、若年

層への働きかけや、未就業女性・中高年男性も含め

た介護職への就職支援、新任職員の資格取得支援、

未就労の専門職に対する就労支援など介護人材の

確保・定着に取り組みます。 
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意見概要 考え方・対応 

  

施策Ⅱ－４－３：ご指摘を踏まえ、「現状と課題」の２項目めと、「取組みの方向」の２項目めの表現を改めまし

た。 

変更前 変更後 

「現状と課題」 

○人格形成の基礎を担う幼児教育の重要性や子育て

支援のニーズを踏まえ、保育所や幼稚園、認定こど

も園等における教育や保育の充実など、「質の向上」

を図る必要があります。また、市部を中心に保育所

待機児童が解消されない状況が続き、全県的に保育

士の確保が難しい状況にあるため、「量の拡充」や

人材確保等の充実も必要です。 

 

○人格形成の基礎を担う幼児教育の重要性や子育て

支援のニーズを踏まえ、保育所や幼稚園、認定こど

も園等における教育や保育の充実など、質の向上を

図る必要があります。また、市部を中心に保育所待

機児童が解消されない状況が続くとともに、全県的

に保育士の確保が難しい状況にあります。保育士は

他の産業と比較して賃金水準が低いことなどから、

就業希望者が増えない、早期の離職が多い等の課題

があります。待機児童を解消するための保育所定員

の拡大と地域の子育て支援機能の維持のために、人

材確保等の充実が必要です。 

 

「取組みの方向」 

○「子ども・子育て支援新制度」に基づき、幼児期の

保育・教育環境の整備、地域全体での子育て支援の

「量の拡充」や「質の向上」、人材確保の充実に向

けた取組みを市町村と連携し推進します。 

 

○「子ども・子育て支援新制度」に基づき、市町村と

連携し、幼児期の保育・教育環境の整備、地域全体

での子育て支援の「量の拡充」や「質の向上」に向

けた取組みを推進します。 

○保育現場で抱える課題に応え、地域の子ども・子育

て支援を充実していくために、関係機関と連携し人

材確保のための様々な取組みを推進します。 
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意見概要 考え方・対応 

議員 12【施策Ⅱ－２－４】 

「障がい者の自立支

援」について、「障がい者

への合理的配慮」に触れ

られていない。自立を求

めるためには、合理的配

慮が必要になる。 

 

施策Ⅱ－２－４：ご指摘を踏まえ、合理的配慮を「取組みの方向」の１項目めに記載しました。 

変更前 変更後 

○障がいや障がい者への理解を深め、障がいを理由と

する差別の解消を推進し、障がいのある人もない人

も共に支え合う地域社会づくりを進めます。 

○障がいや障がい者への理解を深め、障がいを理由と

して不当な差別的取扱いを行わないことや合理的

配慮を行うこと等により差別の解消を推進し、障が

いのある人もない人も共に支え合う地域社会づく

りを進めます。 

 

 

 

議員 13【施策Ⅱ－２－４】 

平成 30年からは障がい

者の法定雇用率に精神障

がい者も含まれるように

なるため、精神障がい者

の就労支援が一層重要に

なるのではないか。 

 

平成 30年度から精神障がい者が法定雇用率の算定基礎に含まれ、企業における障がい者の雇用促進や、障がい

者の就労支援の充実が求められると認識しており、その旨を、施策Ⅱ－２－４「障がい者の自立支援」の「現状と

課題」の４項目めに追記しました。 

変更前 変更後 

○障がい者が自立した生活を営むため、関係機関の連

携を進めるとともに、就労支援の充実や、施設で就

労の訓練等を行う障がい者の工賃の向上が求めら

れています。 

○障がい者が自立した生活を営むため、関係機関の連

携を進めるとともに、就労支援の充実や、施設で就

労の訓練等を行う障がい者の工賃の向上が求めら

れています。特に平成 30 年度から法定雇用率の算

定基礎に精神障がい者が含まれることも踏まえ、企

業での障がい者の雇用の促進がますます重要にな

ります。 

 

 

具体的な支援は、障がいの種別にかかわらず本人の状態や事業主側の要望に応じて進めていく必要があります。 

障がい者の福祉施設からの一般就労支援については、圏域の障害者就業・生活支援センターを中心に、福祉、労

働、教育等の関係機関と企業の連携を強化し、今後も就労の促進に取り組むこととしています。 

 

・施策Ⅱ－２－４ 障がい者の自立支援 取組みの方向 ３項目め 

「障害者就業・生活支援センター等を中心に、福祉、労働、教育等の関係機関と企業の連携を強化し、障が

い者の適性に応じた企業への就労を促進するとともに、施設で就労の訓練等を行う障がい者の工賃水準の向

上を進めます。」 
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意見概要 考え方・対応 

議員 14【施策Ⅱ－４－１】 

市町村が行う結婚支援

事業に対する県の支援は

盛り込まれているが、市

町村が結婚支援を行うの

は難しい。企業や商工団

体が行う結婚支援の取組

みを、県として支援して

いく方が有効ではない

か。 

 

 

施策Ⅱ－４－１：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の４項目めに企業、団体も加え、表現を改めました。 

変更前 変更後 

○市町村が行う結婚支援事業を支援します。 ○市町村や企業・団体等が行う結婚支援事業を支援し

ます。 

 
 

議員 15【政策Ⅱ－５】 

【施策Ⅱ－５－２】 

総合戦略を踏まえて、

生活機能の集約化等を進

め、持続可能な地域づく

りを進めていくことを、

「小さな拠点づくり」と

いう表現で明確に示すべ

き。「地域運営の仕組みづ

くり」という表現では、

その点が明確にならな

い。 

 

政策Ⅱ－５：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の１項目めの表現を改めました。 

変更前 変更後 

○中山間地域に今後も安心して住み続けることがで

きるよう、生活を支える地域運営の仕組みづくりを

住民主体で進めます。 

 

○中山間地域に今後も安心して住み続けることがで

きるよう、県・市町村・県民の力を結集して「小さ

な拠点づくり」を積極的に進めます。 

 

 

施策Ⅱ－５－２：ご指摘を踏まえ、「施策名」の表現を改めるとともに、他の意見と併せて全般的に記載を改め

ました。 

変更前 変更後 

 

地域運営の仕組みづくり 

 

小さな拠点づくり 
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意見概要 考え方・対応 

議員 16【施策Ⅱ－５－２】 

地域運営の仕組みづく

りを「住民主体で進める」

とあるが、住民任せにし

ていては取組みが進まな

い場合もあるし、また、

住民に責任を押し付け、

政治が責任を回避する響

きがあるので、住民本位

で進めつつも住民任せに

しない趣旨を明確にすべ

き。 

 

中山間地域における地域の担い手不足や日常生活を支える機能・サービスの確保などの課題に対応するため、

県・市町村・県民の力を結集して「小さな拠点づくり」を積極的に推進することとしています。 

「小さな拠点づくり」にあたっては、ご指摘のとおり、県・市町村が、地域住民に対して問題提起を行い、住民

任せにすることなく現場支援を強化していくことが重要であると認識しています。一方、地域の課題を住民自身の

力で解決していくためには、住民主体の議論の喚起を図ることも同様に重要であることから、施策Ⅱ－５－２の「取

組みの方向」の１～２項目めに追記しました。 

変更前 変更後 

（記載なし） ○人口見通しなど地域の長期展望を踏まえてどのよ

うに地域を再生していくのかという課題意識を深

めてもらえるよう、県・市町村から地域住民に対し

て問題提起を行うとともに、地域における計画づく

りや課題解決に向けた実践活動などへの現場支援

を強化しながら「小さな拠点づくり」を積極的に進

めます。 

○「小さな拠点づくり」に当たっては、地域の課題を

住民自身の力で解決していく自主的な学習・実践活

動の拠点である公民館等と連携し、地域の情報を網

羅した「しまねの郷づくりカルテ」も使いながら、

住民の議論の喚起を図ります。 
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島根総合発展計画の第３次実施計画（素案）に係る意見への対応一覧 
 

【 市町村 】 

意見概要 考え方・対応 

【松江市】 

市町村１【全般】 

「第３次実施計画の基本

的考え方」の『「第３次実施

計画」の推進にあたっての重

点分野』に「教育の充実」と

「学力向上」を位置付けては

どうか。 

 

 

第３次実施計画においては、島根県総合戦略との整合性を確保するなどの観点から、島根県総合戦略における４

つの基本目標に加え、安全・安心な県民生活の確保を重点分野として位置付けています。 

ご提案の「教育の充実」「学力向上」といった分野については、ふるさと教育の推進など、島根県総合戦略に盛

り込んだ取組みの方向性に沿って進めていきます。 

 

【出雲市】 

市町村２【全般】 

目標数値について、単年度

比較では突発的な増減によ

って正確に評価されないも

のもあるため、平均値や累計

値の方がよいものがあるの

ではないか。 

 

成果参考指標については、毎年度、行政評価を行い、前年度の目標値に対する達成状況を評価していますが、 

・予算制度の関係上、事務事業が年度単位で執行されていることから、毎年度の事務事業の成果を評価するた

めには、単年度の目標値が適していること 

・各年度の実績値の比較や、推移の把握がしやすいこと 

といった理由から、単年度の数値を用いることを基本としつつ、外部要因による毎年度の数値の変動が大きいなど、

単年度の数値が必ずしも適していないものについては、累計の数値などを用いることとしています。 

また、目標値については、あくまで「成果参考指標」であり、その達成状況のみをもって評価するわけではなく、

評価に当たっては、突発的な増減など数値のみでは評価しきれない事情も考慮することとしています。 

 

【出雲市】 

市町村３【全般】 

交通安全対策の推進の年

間死者数など指標によって

は、○○人以下と設定すべ

き。 

 

 

ご指摘を踏まえ、減少を目指す成果参考指標については、統一的に「○○以下」という表現に改めました。 
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意見概要 考え方・対応 

【出雲市】 

市町村４【政策Ⅰ－６】 

【施策Ⅰ－６－３】 

出雲河下港のポートセー

ルスについても、記載すべき

ではないか。 

 

政策Ⅰ－６：ご指摘を踏まえ、「目的」、「現状と課題」の４項目め及び「取組みの方向」の表現を改めました。 

変更前 変更後 

「目的」 

○産業活動や地域間交流を支える高速道路の整備を推進

するとともに、航空路線の維持･充実を図ることによ

り、県外や県内各地との時間距離の短縮など、利便性

の向上を図り、人や物の交流拡大を目指します。 

 

○産業活動や地域間交流を支える高速道路網や港湾の整

備を推進するとともに、航空路線の維持・充実を図る

ことにより、県外や県内各地との時間距離の短縮など、

利便性の向上を図り、人や物の交流拡大を目指します。 

「現状と課題」 

○日本海側拠点港に選定された浜田港、境港について、

拠点港としての機能実現のため、ハード、ソフト面で

の対応の強化が課題となっています。 

 

○日本海側拠点港に選定された浜田港及び境港、特定地

域振興重要港湾の河下港について、拠点港としての機

能実現のため、ハード、ソフト面での対応の強化が課

題となっています。 

「取組みの方向」 

○山陰道の早期整備を図るとともに、航空路線や港湾の

維持・充実に努めます。 

○日本海側拠点港に選定された浜田港については、海外

貿易航路の拡充等のため、高速道路ネットワークと直

結する臨港道路等の整備や、ポートセールス等を強化

します。 

○境港については、中海圏域の産業振興、観光振興を図

るため、共同管理者である鳥取県と連携し、施設整備、

ポートセールス等を行います。 

 

○山陰道の早期整備を図るとともに、航空路線の維持・

充実に努めます。 

○物流の拠点となる浜田港、境港、河下港について、防

波堤や臨港道路等の港湾施設の整備やポートセールス

等を推進します。 

 

施策Ⅰ－６－３：ご指摘を踏まえ、「現状と課題」の３項目めの表現を改め、「取組みの方向」の５項目めに追記しまし

た。 

変更前 変更後 

「現状と課題」 
○日本海側拠点港に選定された浜田港、境港について、

海外貿易航路や国内物流等の拠点港としての機能実現

のため、ハード、ソフト面での対応の強化が課題とな

っています。 

 

○日本海側拠点港に選定された浜田港及び境港、特定地

域振興重要港湾の河下港について、海外貿易航路や国

内物流等の拠点港としての機能実現のため、ハード、

ソフト面での対応の強化が課題となっています。 

「取組みの方向」 
（記載なし） 

 

○河下港については、出雲圏域の産業振興を図るため、

防波堤の整備やポートセールス等を推進します。 
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意見概要 考え方・対応 

【出雲市】 

市町村５【施策Ⅰ－３－２】 

情報発信等誘客宣伝活動

の強化について、情報収集の

媒体が多様化している中で、

様々な成果指標で評価すべ

きではないか。 

 

情報発信等誘客宣伝活動の強化については、島根県独自の魅力を、様々なメディアを活用し、国内外に向け複合

的に情報発信し、島根への来訪に結び付くよう認知度の向上を図ることを目的としています。 

このため、成果参考指標を２つ設定していますが、「都道府県魅力度ランキング」は、「地域ブランド力調査」に

基づき、情報接触回数だけでなく、観光、食、物産など島根への来訪に結び付く各種のデータに基づく総合的評価

です。 

もう一つの指標である「島根県への来訪意向割合」も「しまねの観光認知度調査」に基づき、観光地としての島

根の総合的魅力を表す指標であると考えています。 

この２つの指標を用いることで、観光に関する様々な要素が反映されると考えており、その実績を検討すること

で、的確な効果検証を行うことができるものと考えています。 

 

【雲南市】 

市町村６【施策Ⅱ－２－３】 

【施策Ⅱ－５－２】 

地域包括ケアシステムの

促進においても小さな拠点

づくりと連携した取組みが

展開できるよう、記載してい

ただきたい。 

 

施策Ⅱ－２－３：ご指摘を踏まえ、「小さな拠点づくり」との連携への支援を「取組みの方向」の３項目めに記

載しました。 

変更前 変更後 

○医療・介護連携の推進や介護予防の強化、生活支援

サービス提供体制の整備などに向けた市町村の取

組みを支援します。 

○医療・介護連携の推進や介護予防の強化、生活支援

サービス提供体制の整備などに向けた市町村の取

組みを支援します。また、こうした市町村の取組み

において、中山間地域等での生活を支える小さな拠

点づくりとの連携が積極的に図られるよう支援し

ます。 

 

 

施策Ⅱ－５－２：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の６項目めに追記しました。 

変更前 変更後 

（記載なし） ○高齢者が元気で安心して生活を送ることができる

地域づくりを進めるため、「地域包括ケアシステム」

と連携した取組みを進めます。 
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意見概要 考え方・対応 

【松江市】 

市町村７【施策Ⅱ－２－５】 

水道事業の統合について、

施策の取組みの方向に「広域

化・共同化の推進」及び「都

道府県水道ビジョンの策定」

などはっきりとした記述を

するべきではないか。 

 

施策Ⅱ－２－５：ご指摘を踏まえ、水道事業の広域的な連携の推進を「取組みの方向」の２項目めに記載しまし

た。 

変更前 変更後 

○安全な水を供給し、県民の生命、健康を守るため、

水道施設の計画的な更新や改良などの老朽化対策

や水道事業の統合について市町村等の水道事業者

に働きかけます。 

○安全な水を供給し、県民の生命、健康を守るため、

水道施設の計画的な更新や改良などの老朽化対策、

及び水道事業の統合や広域的な連携などの経営基

盤強化策について市町村等の水道事業者に働きか

けます。 
 

 

 

【出雲市】 

市町村８【施策Ⅱ－４－１】 

結婚は様々な事業の総合

評価であり、「まち・ひと・

しごと創生島根県総合戦略」

に記載しているＫＰＩなど

を加えるべきではないか。 

 

 

総合戦略の基本目標と重要業績評価指標（ＫＰＩ）のうち、第３次実施計画の施策単位の成果を表す指標として

適したものについては、成果参考指標としても採用しています（参考資料１参照）。 

採用していないものについても、事務事業の成果指標として設定し、行政評価の仕組みを活用して、毎年度効果

を検証しながら、その達成に向けた取組みを進めていきます。 

 

【松江市】 

市町村９【施策Ⅱ－５－６】 

下水道の「広域化・広域連

携の推進」について、施策の

取組みの方向に記載されて

はいかがか。 

 

下水道の「広域化・共同化」は、効率的な施設の建設、維持管理等のために必要な取組みの一つと考えています。 

県内市町では、広域連合で汚泥の広域処理を進めているところもあり、県はこれらの事業が計画的に進むよう実

施にあたっての調整等を行っています。 

今後も広域化･広域連携による施設整備については、市町村と連携しながら計画的、効率的に進めることとして

います。 

 

・施策Ⅱ－５－６ 居住環境づくり 取組みの方向 ３項目め 

「公共下水道、農業集落排水、漁業集落排水等の汚水処理施設整備を市町村と連携しながら計画的、効率的

に進めます。」 
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意見概要 考え方・対応 

【松江市】 

市町村 10【施策Ⅲ－４－３】 

県土全体の景観づくりに

向けて、また、市町村をまた

ぐ広域的な景観形成の方向

性の参考とするため、県も景

観計画を策定されてはどう

か。 

 

県では、平成３年にふるさと島根の景観づくり条例を制定し、県主導で景観行政を行ってきましたが、その後、

平成 16年に景観法が制定されました。 

基本的な考え方としては、景観法に基づいて景観行政を推進していくべきものと考えます。 

景観法では、景観行政の主体は最も住民に近い基礎自治体である市町村が中心的な役割を担うべきとしながら

も、それまでの景観行政の主体が都道府県であったり、市町村であったりという実態を踏まえた上で、二重行政を

排除するため、同一地域内における景観行政主体を「景観行政団体」として定義しました。 

よって、県では法の趣旨に基づき、全ての市町村が景観行政団体となり、地域の特性に応じて住民等の意見を反

映した市町村景観計画が望ましいと考え、県景観計画は策定せず、市町村景観計画策定の支援を推進してきました。 

現在のところ既に、９市町（松江市、出雲市、大田市、津和野町、海士町、奥出雲町、江津市、益田市、浜田市）

が景観行政団体となり、うち７市町が景観計画を策定しています。 

市町村をまたがる広域的な景観形成に際しても、当該区域内の各市町村の景観計画を基本とし、共通する事項に

ついては調整すべきであることから、県としては、二重行政を避ける観点からも県の計画として示すのではなく、

今までどおり必要に応じて市町村間の調整、助言などの支援を行うべきであると考えます。 

【参考】 

市町村の景観計画の策定推進に当たり、県が景観計画を策定し、それをベースに市町村計画を策定する方法や

県の景観計画は策定せずに市町村計画の策定を支援する方法（神奈川県など）など都道府県により異なり、景観

法に委任された都道府県の景観計画は、20都道府県で策定されています。 
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島根総合発展計画の第３次実施計画（素案）に係る意見への対応一覧 
 

【 地域広聴会（松江会場・浜田会場・隠岐会場） 】 

意見概要 考え方・対応 

松江１【全般】 

４年間の計画も必要であ

ると思うが、持続可能な社

会を考えていく上で、長期

的な視点も加えたビジョン

が必要ではないか。 

 

 

島根総合発展計画は、基本構想と実施計画で構成され、基本構想は策定時から概ね 10年後（平成 30 年頃）の島

根の将来像を想定しており、今回策定する第３次実施計画は平成 28 年度から 31 年度末までの４年間を計画期間と

しています。 

いただいたご意見については、次期の総合計画の策定に当たって参考とさせていただきます。 

 

松江２【全般】 

施策の柱が多すぎるの

で、わかりやすい施策を何

本か太く立てればよいと思

う。 

 

島根総合発展計画は、島根の中長期的な展望を示した総合的な戦略プランと位置付けられるものです。そのため、

県政全般にわたり幅広く、島根の総合的な発展を目指すに当たり必要な施策を、漏れなく盛り込むことを主眼とし

ています。 

メリハリの効いた施策の推進を図ることは重要と考えており、第３次実施計画においては、 

・産業の振興と雇用の創出 

・結婚・出産・子育て支援の充実 

・定住・移住の推進 

・中山間地域・離島対策の推進 

・安全・安心な県民生活の確保 

を重点分野として位置付けています。 

 

松江３【全般】 

一人あたり県民所得につ

いて、産業別の所得分布、

その男女別、年齢別のデー

タなどもっと詳しい統計デ

ータはないか。 

 

県民経済計算による県民所得は、県内で生み出された賃金・利子・配当所得及び企業所得などを合算し、県民１

人当たりの県民所得として算出したものであり、産業別、年齢別及び男女別に算出することはできません。 

県内の産業別、年齢階級別、男女別の賃金については、国が行っている賃金構造基本統計調査の統計データがあ

りますので、ご参照下さい。 

・ホームページアドレス http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html 
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意見概要 考え方・対応 

松江４【政策Ⅰ－２】 

【施策Ⅱ－５－５】 

製造業の誘致よりも、今

就業している農林漁業者の

ための施策が重要ではない

か。 

 

ご指摘のとおり、農林水産業は、島根の基幹産業として重要であり、担い手の減少や高齢化などが続いているも

のの、その振興は県政の重要課題の一つであります。 

このため、県では、政策の柱に「自然が育む資源を活かした産業の振興」を位置づけ、今後とも高品質で付加価

値が高い売れる農林水産品・加工品づくりや、県産品の販路拡大を戦略的に展開、意欲のある担い手の育成・確保

を進め、農林水産業の振興に取り組むこととしています。 

 

・政策Ⅰ－２ 自然が育む資源を活かした産業の振興 目的 現状と課題 １項目め・２項目め 

「高品質で付加価値が高い売れる農林水産品・加工品づくりや、県産品の販路拡大を戦略的に展開するとと

もに、意欲のある担い手を育成・確保し、地域産業を振興します。」 

「農林水産業は、島根の基幹産業として地域に密着した重要な産業であり、安全で安心な食料や木材の供給

などを通して国民生活を支えています。」 

「県内の大半を占める農山漁村地域では、農林水産業の従事者の減少や高齢化、国際競争や産地間競争の激

化などにより、産業活動の停滞や活力の低下が続いています。」 

 

また、国土の保全や水源のかん養など、農山漁村の多面的機能を維持・発揮させる観点から、条件不利地域での

営農や水路・農道の管理など地域の主体的な取組みを推進し、集落営農や漁業者の組織化や法人化、鳥獣害対策な

どにも取り組むこととしています。 

 

・施策Ⅱ－５－５ 農山漁村の多面的機能の維持・発揮 取組みの方向 
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意見概要 考え方・対応 

松江５【施策Ⅰ－２－３】 

【施策Ⅱ－３－３】 

【施策Ⅱ－５－２】 

【施策Ⅱ－５－５】 

山間部は空き家、耕作放

棄地が増え、高齢者は買い

物、病院に行く足がなく、

医師が不足している実態が

あるので、これまでの実績

はどうなって、今回の計画

にどのように反映している

のかわかるようにすべき。 

 
県内の中山間地域における生活機能、産業基盤の維持・確保に向けた取組みは、県政推進上の最重要課題の一つとして、

これまでも取り組んできました。 
総合発展計画の基本構想においても、「中山間地域における方向性」を盛り込み、第１次実施計画・第２次実施計画を通

じて、その実現に向けた取組みを進めてきています。第３次実施計画を策定するにあたり、これまでの取組みに対する施
策評価・政策評価（行政評価）を実施し、現状・課題整理を踏まえて今後の取組みの方向を策定することとしており、こ
の行政評価については、県のホームページ等でも公開していますので、参考としていただきたいと思います。 
ご指摘の点についての概要は、以下のとおりですが、引き続き中山間地域で安心して暮らし続けることができる取組み

を進めていきます。 
【中山間地域の生活基盤の維持・確保】 
○中山間地域における地域運営については、これまで集落ごとの対策を進めてきました。 
○これまでの取組みを通じ 

・移動販売などの買い物対策      ・自治会輸送などの交通対策 
・６次産業化などの地域産業の振興   ・地域づくり活動を通じたリーダーの育成 

などの一定の成果をあげることができました。 
○現在は、より広域的な対策が求められるようになり、これまでの成果も踏まえながら、公民館エリアでの取組みを基

本とし、住民主体で「生活機能・生活交通・地域産業」の側面から取り組む「小さな拠点づくり」を推進していくこ
ととしています。 

・施策Ⅱ－５－２ 小さな拠点づくり 
【医師確保】 
○医師の地域偏在に対応する取組みを進めてきましたが、引き続き中山間地域における医師不足は厳しい状況にありま
す。 

・平成 26年度 医師充足率  県平均：78.4％ 雲南圏域：63.6％ 
○今後も「現役医師の確保」、「将来の医師の養成」、「地域で勤務する医師の支援」の三本柱で医師の確保に取り組みま
す。 

○とりわけ、島根大学医学部地域枠で養成した医師や奨学金を貸与した医師の県内定着や、中山間地域などの医師不足
地域での勤務が計画的に進められるよう、大学、しまね地域医療支援センターと連携して取り組むこととしています。 

・施策Ⅱ－３－３ 医療従事者の養成・確保 
【耕作放棄地対策】 
○農地の受け手となる集落営農組織等の担い手育成や中山間地域等直接支払事業などにより耕作放棄地の発生防止に向

けた取組みや耕作放棄地の再生支援に取り組んできました。 
○しかし、農業就業者の減少や高齢化がさらに進行し、耕作放棄地は増加しているため、地域での農業生産の維持や、

農地の受け手となる担い手の確保が一層必要となっています。 
・平成 27年度耕作放棄地面積：7,073ha （H22 年度対比 約 440ha 増） 

○このため、担い手不足が深刻化する条件不利地域での営農や、水路・農道の管理など農業・農山村の有する多面的機
能を維持・発揮させる活動を継続・拡大していくため、日本型直接支払制度等により、集落・地域の主体的な取組み
を推進することとしています。 

・施策Ⅱ－５－５ 農山漁村の多面的機能の維持・発揮 
○また、これからの農業の主要な担い手となる新規就農者や農業参入企業、認定農業者、集落営農組織を中心に、法人

化などを進め、安定した経営体として発展する担い手の育成に取り組むこととしています。 
・施策Ⅰ－２－３ 農林水産業の担い手の育成・確保 
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意見概要 考え方・対応 

松江６【施策Ⅰ－３－２】 

島根県の魅力度が低いデ

ータがあるので、原因分析

して観光施策を考えていく

べき。 

 

魅力度は、島根への来訪意向に大きく影響する指標であり、魅力度を向上させることは重要であると考えていま

す。 

成果参考指標とする「都道府県魅力度ランキング」や「島根県への来訪意向割合」は、双方とも、観光、食、物

産など多岐にわたる項目により調査されていることから、県では、この項目で原因分析を行うこととしています。 

これらを踏まえ、さらなる観光誘客を図るため、民間事業者の皆様と協力しながら、島根県の魅力の磨き上げに

取り組んでいきます。 
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意見概要 考え方・対応 

松江７【施策Ⅰ－５－１】 

【施策Ⅰ－５－２】 

【施策Ⅱ－２－６】 

若い人が、所帯を持って

子どもを育てていくという

将来の生活が見通せるよう

な働き方ができない、ある

いは働けないという状況が

一番の問題であり、こうし

た若年層の貧困問題につい

て、課題整理と施策が必要。 

 

 

若年層を含め、経済的に困窮した方々が自立し安定した生活を送れるよう、各種施策により支援する必要があり

ます。 

平成 27年度からは生活困窮者自立支援制度がスタートし、生活保護に至る前の段階からの支援も始まりました。

県では、こうした方々に対して適切な相談・支援が行われるよう、市町村福祉事務所や市町村社会福祉協議会にお

ける相談・支援体制の充実を支援していきます。 

 

・施策Ⅱ－２－６ 生活援護の確保 現状と課題 ３項目め 取組みの方向 ２項目め 

「平成 27年度から始まった生活困窮者自立支援制度による生活保護に至る前の段階からの支援や、県民の

生活を保障するセーフティネットとして、個々の世帯の状況に応じた生活保護等による支援などにより、世

帯の自立と生活の安定が図られるよう引き続き支援していく必要があります。」 

「住居・生活に困窮する離職者に対し、包括的かつ継続的な支援が行われ、就労による自立や早期の生活再

建が図られるよう、県内の体制の充実を支援します。」 

 

また、若い人が、家庭を持ち、生活していくためには、安心して働くことができる就労環境が必要です。 

まず、若い人の就労を促進するためには、松江市・浜田市に設置するしまね若者サポートステーションにおいて、

カウンセリングや短期就労体験など職業意識の啓発と働く意欲・自信の醸成に向けた支援に取り組んでいます。加

えて、ジョブカフェしまねにおいてもキャリア相談や短期就労体験等を実施しています。 

こうした取組みを通じ、今後も若年層の就業促進を図ることとしています。 

 

・施策Ⅰ－５－１ 雇用・就業の促進と人材の確保 取組みの方向 １項目め 

「若年者、中高年齢者、障がい者、若年無業者を含めた幅広い求職者に対するきめ細かい就職支援を行うこ

とにより、県内への就職を促進します。」 

 

さらに、魅力ある職場づくりに向け、経営者への啓発や、企業の就業環境の改善を促進することとしています。 

 

・施策Ⅰ－５－２ 人材の育成・定着 取組みの方向 ５項目め 成果参考指標と目標値 

「関係機関と連携し労働関係法などの法制度の普及啓発を行うとともに、賃金など労働条件も含めた就業環

境の改善を促進します。」 

成果参考指標 平成２７年度  平成３１年度 

④県の支援により人材育成計画の

策定・実行に取り組む企業数（累

計） 

― 

（H26） 
75 社 
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意見概要 考え方・対応 

松江８【施策Ⅰ－６－２】 

2020年の東京オリンピッ

クまでには山陰道は繋がら

ないと思うので、観光客に

来てもらうには航空路線の

整備が必要ではないか。 

 

 

大都市圏と短時間で直接結ぶことのできる県内各空港の航空路線は、観光振興や産業振興等に重要な役割を果た

していると認識しています。 

国内航空路線については、東京・大阪等の大都市圏との便数増、新規路線の開設に向けて取り組むこととしてい

ます。また、海外からの誘客についても、国際チャーター便の誘致を進めるとともに、隣県の国際定期路線や国内

の主要空港を活用した海外との航空ネットワークの形成を図ります。 

 

松江９【施策Ⅱ－３－１】 

医師不足や訪問看護との

連携が取りにくい状況のた

め、在宅医療が受けられず、

入院せざるを得ない。また、

報酬の減少により訪問介護

事業所の運営が厳しくなっ

ている。 

 

中山間地域・離島における医師不足や地理的条件による訪問看護の非効率性から、在宅医療（居宅における医療

提供）ができる地域は限られている現状にあるものと認識しています。 

県としては、居宅における医療の提供ができる地域を拡大できるよう、訪問診療を行う診療所や訪問看護ステー

ションの経営の支援のための助成制度を設けるなどしていますが、地域によっては居宅系施設を活用した在宅医療

や病院による訪問診療の実施など地域の実情に応じた形で在宅医療を提供できるよう、地域毎の検討が進められて

いる状況です。 

地域医療構想調整会議等の場において在宅医療の推進に向けた検討が進むよう、県としても必要な支援をしてい

きます。 

また、市町村においては地域包括ケアシステムの構築に向け、市町村が中心となり地域ケア会議等を活用した地

域ぐるみでの検討が始まったところであり、地域課題の解決に向けた検討が進むよう県としても必要な支援をして

いきます。 

なお、中山間地域等における地理的条件による介護事業運営の非効率性については、全国的な課題であると認識

しており、これらの地域の特性を踏まえた介護報酬の設定等について国に対し提案・要望しています。 

 

松江 10【施策Ⅲ－１－２】 

福祉と教育が連携できる

よう、１８才までの子ども

の発達の流れを通した子ど

も政策を考える会議を実施

してもらいたい。 

 

 

いただいたご意見については、今後の県政推進上の参考とさせていただきます。 

健康福祉部と教育委員会は、子どもの政策を含む様々な共通の課題に対応すべく、各種連絡会議を設けて、協議

しながら施策を推進してきました。 

今後とも、民間の意見を取り入れながら新たな課題への対応も含め、両部局間で情報共有・共通認識を図りなが

ら、より一層連携した取組みを進めていきます。 
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意見概要 考え方・対応 

松江 11【施策Ⅲ－１－３】 

選挙権年齢が引き下げら

れるため、若い人が選挙で

適切な判断ができるよう、

シチズンシップ教育が必要

ではないか。 

 

いただいたご意見については、今後の県政推進上の参考とさせていただきます。 

これまでも学校では、小中学校の社会科の授業や高等学校の公民科の授業で政治や選挙等に関して学習するとと

もに、総合的な学習の時間や特別活動等において地域への関心や貢献意欲を高め、社会への参加意識を育てるため

の取組みを行ってきました。 

昨年６月の公職選挙法改正により選挙権年齢が 18 歳以上に引き下げられたことに対応し、文部科学省から「高

等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」の通知が出され、生徒向け

副教材「私たちが拓く日本の未来」が各高等学校等へ配布されました。これらの通知や副教材の内容を踏まえ、選

挙管理委員会とも連携して、すでに多くの高等学校等で選挙出前講座や模擬投票などを実施しています。 

今後は、子どもたちが立場や意見が異なる様々な課題について、より良い解決策を考え、公正に判断することが

できる力を身に付けるような学習をさらに進めていきます。 

具体的には、小学校で身近な地域について知り、関心を持つことから始め、中学校では地域と自分とのつながり

や地域の課題への関心を高め、高等学校では、地域課題研究などの学習により、地域への関心や貢献意欲を高め、

積極的に社会参加する態度を育んでいきます。 

 

松江 12【施策Ⅲ－１－４】 

大学の活用について腰を

入れ協働してほしい。 

 

 

島根大学とは「島根県・島根大学連携推進連絡協議会」、島根県立大学とは「島根県・島根県立大学連携調整会

議」をそれぞれ設置し、毎年、県と大学で連携して取り組んでいく事項を調整し、医療、教育、文化、環境、農林

水産、ものづくり・ＩＴ産業などの分野で、例年、80 以上の項目で連携をしています。 

さらに、平成 27年 10 月に採択された文部科学省の補助事業「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC

＋）」では、島根大学、島根県立大学、松江高専の３つの高等教育機関が核となって、県内企業、NPO と島根県が

協働して、県内企業へのインターンシップ強化や異業種交流会などを実施し、学生の地元定着率の向上や雇用創出

に取り組むこととしています。 

 

・施策Ⅲ－１－４ 高等教育の充実 取組みの方向 ４項目め・６項目め 

「県内大学や高等専門学校とは、医療、教育、産業など様々な分野で連携を進めてきていますが、地域の特

色ある財産、資源を最大限活用した産業の振興・雇用の創出に向け、行政機関、教育・研究機関、企業等と

の連携をより一層進めます。」 

「卒業生の県内定着に向け、学生の県内企業へのインターンシップ参加への取組強化など、県内企業等との

連携を一層推進します。」 
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意見概要 考え方・対応 

浜田１【全般】 

県全体の発展のために

は、石見地域の底上げが必

要なので、石見地域に特化

した計画・施策が必要では

ないか。 

 

浜田２【全般】 

エリア別の計画があって

もよいのではないか。 

 

県の総合発展計画は、基本構想において、東部・西部や、各圏域別、中山間地域における方向性を示し、その実

現に向け、政策・施策ごとの取組みの方向性を実施計画として、具体化するという方法を採っています。 

第３次実施計画においても、この基本構想を念頭に、それぞれの政策・施策の中で、各地域の状況に応じた取組

みの方向を示すこととしています。 

例えば、案においても、 

・ＩＴ企業の立地の全県への拡大 

・山陰道の早期開通 

・離島航路の維持や利便性向上 

・小さな拠点づくり 

などを記載しています。 

総合開発審議会や地域広聴会、パブリックコメント、県議会など幅広く皆様からご指摘をいただきながら、地域

の課題に対応した実施計画とします。 

 

浜田３【全般】 

市町村と連携した県の事

業に比べて、県独自で展開

される事業は、県民等への

周知が行き届いていないこ

とがあるので、よい周知の

方法があれば実施してもら

いたい。 

 

ご指摘いただいたとおり、例えば、事業者団体等を通じて県民等に助成を行う事業などにおいては、事業者団体

等を中心に県民等への周知が行われているため、県自身による県民等への周知が十分ではない場合も考えられま

す。 

県では、県民生活に関わる様々な情報を広報誌、新聞、テレビ、ホームページ、ＳＮＳ、メーリングリストなど

の多様な媒体を通じて、県民等に周知していますが、このような事業においても、県民等への周知を事業者団体等

だけではなく、県自身も主体的に行うよう努めていきます。 

 

浜田４【施策Ⅰ－１－３】 

ＩＴ産業の推進は重要で

あるが、将来的に Ruby が普

及する見込みがあるのか。 

 

県では、プログラミング言語 Ruby の特徴を活かして、ビジネスの領域で新たな価値を創造したサービスや商品

を表彰する「Ruby biz グランプリ」を平成 27年度から開催し、Ruby ビジネス拡大に向けた取組みを支援していま

す。 

今回、第１回となるこのグランプリには、国内外からの関心が高く、新たなサービスを創出し、ビジネスを継続

的に展開している 30 事例の応募があり、ビジネス領域の多分野での新たな価値創造・イノベーションを起こして

いる優良事例が多くありました（参照：http://rubybiz.jp/）。 

現在、アメリカ、ヨーロッパ、東南アジアなども含め、国内外で Ruby が着実にビジネスで活用されており、今

後も、島根県として、Ruby をはじめとする県内ＩＴ産業のビジネス拡大に向けた取組みを支援していきます。 
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意見概要 考え方・対応 

浜田５【施策Ⅰ－１－４】 

若年層の就業ニーズ、希

望する労働環境を提供でき

る業種や会社を支援・誘致

していくことが必要ではな

いか。 

 

若者にとって魅力のある雇用の場の確保は大きな課題であり、そのために企業誘致が果たす役割は重要と認識し

ています。 

現在も立地企業の認定にあたっては、地域において求められる雇用条件を提示できているか、地域の安定的な雇

用先となるための優良な経営基盤を備えているかなどを審査しています。 

付加価値の高い製品を製造することで優れた雇用環境を提供できる製造業や、クリエイティブな職場であるＩＴ

企業の誘致、若者の就業ニーズが高い事務系職場である本社機能移転などを促進するため、企業立地活動を進めて

いくこととしています。 

 

・施策Ⅰ－１－４ 企業立地の推進 取組みの方向 １項目め 

「経済への波及効果が大きい製造業、物流など地理的制約が少ないＩＴ企業、事務職場を創出する本社機能

移転などを促進するため、全国トップクラスの立地優遇制度やきめ細やかな支援などをアピールし企業立地

活動を進めます。」 
 

浜田６【施策Ⅰ－１－４】 

企業を誘致しても、今順

調にいっている企業から退

職して人が移ってしまうこ

とがあるので、企業を誘致

すればよいかどうか考えな

いといけない。 

 

 

島根県では 15歳から 24歳の年齢層での進学・就職のための県外流出が人口減少の大きな要因となっており、若

者にとって魅力的な雇用の場を一層増やしていく必要があることから、今後も県外企業の新規立地と県内企業の増

設を支援していきます。 
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意見概要 考え方・対応 

浜田７【施策Ⅰ－２－２】 

農業従事者の生産力向上

のためには、農産品の県外

への販売拡大と地産地消の

バランスを適切に考えてい

く必要があるのではない

か。 

 

ご指摘のとおり、生産力（経営力、競争力）を向上させていく上では、生産の安定のみならず、産品の安定的な

販売が必要となります。 

しかしながら、島根県では、農林水産品の生産規模が小さく、少量多品目の生産が主体となっています。 

そこで、県産品の販路拡大にあたっては、ご指摘の点も含め、各産地や生産者がそれぞれの特色を踏まえた戦略

性のある販売体制を確立していくことが必要であり、小売店や飲食店との直接取引など大都市圏での販売チャネル

の開拓や、生産・製造者と流通業者間のマッチング支援などに取り組むこととしています。 

 

・施策Ⅰ－２－２ 県産品の販路開拓・拡大の支援 取組みの方向 １項目め・２項目め 

「県外への流通や消費の拡大のため、小売店や飲食店との直接取引など大都市圏での販売チャネルの開拓、

販売ターゲットの明確化と戦略的展開に向けて支援するとともに、県産品のブランド力の向上を図ります。」 

「県内での消費や流通の拡大のため、食に関する情報発信を進めるとともに、農林水産品・加工品の流通関

係者への PR や生産・製造者と流通業者間のマッチング支援を強化します。」 

 

浜田８【施策Ⅱ－１－２】 

市町村が公共施設をつく

る際に、地震、津波などの

防災の観点から県は監督す

る必要があるのではない

か。 

 

県では、平成 22年 11 月から島根県地震被害想定調査を実施し、地震・津波による被害想定や津波浸水予測図を

平成 24年６月に公表したところです。 

この調査結果を受け、市町村が作成するハザードマップ等で、浸水想定区域等が住民へ周知されているところで

す。 

市町村が公共施設を設置するにあたっては、関係法令等による規制や防災上の配慮、周辺環境など様々な観点か

ら、市町村において検討されるものと考えます。 
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意見概要 考え方・対応 

浜田９【施策Ⅱ－４－３】 

子育て中の母親が安心し

て働ける計画を策定しても

らいたい。 

 

島根県は全国に比べても共働きの割合が高く、仕事をしながら安心して子育てができる環境を整備していくこと

が重要と考えています。 

そのため、待機児童の解消に向けた取組み、放課後児童クラブや病児保育の充実、従業員の子育て支援に取り組

もうとする企業の支援など、行政はもとより、企業や民間団体とも連携して子育て支援サービスを充実させるとと

もに、仕事と家庭の両立ができる環境の整備を推進することとしています。 

 

・施策Ⅱ－４－３ 子育て支援の充実 取組みの方向 ２～７項目め 

「「子ども・子育て支援新制度」に基づき、市町村と連携し、幼児期の保育・教育環境の整備、地域全体で

の子育て支援の「量の拡充」や「質の向上」に向けた取組みを推進します。」 

「保育現場で抱える課題に応え、地域の子ども・子育て支援を充実していくために、関係機関と連携し人材

確保のための様々な取組みを推進します。」 

「保育料の新たな軽減措置や、乳幼児等の医療費助成など、若い子育て世帯等の経済的な負担を軽減するた

めの取組みを進めます。」 

「待機児童の解消や放課後児童クラブの充実、病児保育等の地域子ども・子育て支援事業の充実に向けた取

組みを進めます。」 

「子育て環境の整備等に向け、地域のニーズや実情に応じて市町村が行う少子化対策を支援します。」 

「事業主に対する啓発や職場の意識改革を進めるとともに、従業員の子育て支援に取り組もうとする企業を

支援し、男性の育児参画を推進するなど、働きながら安心して子育てができる職場環境づくりを進めます。」 

 

浜田 10【施策Ⅱ－４－３】 

保育園に子どもを預けず

に、自分の家で育てる場合

には親に現金支給するよう

にすれば、保育士不足にな

ることもなく、保育サービ

スに対する公費負担も減ら

せるのではないか。 

 

 

若い世代の出産、子育ての希望をかなえるために、県では働きながら安心して子育てができる環境づくりを進め

るとともに、全ての子育て家庭への支援の充実を図ることとしています。 

少子化の状況にありながら、働きながら子育てをしていくために保育所に対するニーズは年々増加しています。 

そのため、県では、待機児童の解消に向けた取組みや、そのために必要となる保育士確保の取組みも推進してい

くこととしています。 
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意見概要 考え方・対応 

浜田 11【施策Ⅱ－４－３】 

扶養手当、税の軽減、保

育料など第１子、第２子、

第３子と子どもが多くなる

世帯ほど家計的に有利にな

る施策も一つの方法ではな

いか。 

 

 

若い世代の多くが子育てについての負担や不安を抱えており、希望どおりに子どもを産み、育てることができる

環境づくりが求められています。 

中でも若い子育て世帯等の経済的負担を軽減するための取組みが必要であると考えます。 

そのため、県では、平成 28 年度からは、これまで実施していた、第３子以降の３歳未満児に係る保育料の軽減

に加え、一定所得以下の世帯について３歳未満の第 1子・第２子に係る保育料を軽減するための市町村への支援を

創設することとしています。 

 

浜田 12【施策Ⅱ－４－３】 

若い人たちの移住者を増

やすためには、子育て支援

の充実が必要ではないか。 

 

若い人たちが移住先を検討する場合に、子育て環境が一つの重要なポイントとなってきていると認識しており、

この観点からも、その環境整備は重要と考えています。 

このため、保育料の負担軽減や待機児童の解消に向けた取組み、放課後児童クラブや病児保育の充実など、関係

機関と連携した取組みを進めることとしています。 

 

・施策Ⅱ－４－３ 子育て支援の充実 取組みの方向 ２～７項目め 

「「子ども・子育て支援新制度」に基づき、市町村と連携し、幼児期の保育・教育環境の整備、地域全体で

の子育て支援の「量の拡充」や「質の向上」に向けた取組みを推進します。」 

「保育現場で抱える課題に応え、地域の子ども・子育て支援を充実していくために、関係機関と連携し人材

確保のための様々な取組みを推進します。」 

「保育料の新たな軽減措置や、乳幼児等の医療費助成など、若い子育て世帯等の経済的な負担を軽減するた

めの取組みを進めます。」 

「待機児童の解消や放課後児童クラブの充実、病児保育等の地域子ども・子育て支援事業の充実に向けた取

組みを進めます。」 

「子育て環境の整備等に向け、地域のニーズや実情に応じて市町村が行う少子化対策を支援します。」 

「事業主に対する啓発や職場の意識改革を進めるとともに、従業員の子育て支援に取り組もうとする企業を

支援し、男性の育児参画を推進するなど、働きながら安心して子育てができる職場環境づくりを進めます。」 

 

浜田 13【施策Ⅱ－５－２】 

小さな拠点づくりを是非

進めていただきたい。 

 

 

中山間地域が抱える様々な課題の解決に向けて、市町村、地域の方々と十分連携を図りながら、買い物など日常

生活に必要な機能・サービスの維持・強化、交通弱者等の移動手段を確保するための地域生活交通の再構築、地域

経済の好循環の形成を図る産業振興といった「小さな拠点づくり」を推進します。 

「小さな拠点づくり」に当たっては、県・市町村から地域住民に対して問題提起を行うとともに、地域における

計画づくりや実践活動などへの現場支援を強化しながら積極的に進めます。 
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意見概要 考え方・対応 

浜田 14【施策Ⅱ－５－２】 

県中山間地域活性化計画

との整合性を図り、市町村

との連携による施策を進め

ていただきたい。 

 

 

島根県中山間地域活性化計画については、現在、本計画との整合性を図りながら次期計画の策定作業を進めてい

ます。 

中山間地域の課題解決に向けて、様々な取組みを具体的に推進していくために、市町村、地域の方々と十分連携

を図りながら取り組みます。 

 

隠岐１【全般】 

県の自然減をどう止める

のか、計画の中で盛り込ん

でいただきたい。 

 

少子高齢化の進行による年齢構成の変化により、子どもを生む世代が減少し、出生数の減少が見込まれるため、

死亡数が出生数を上回る自然減は、当分の間は続くものと見込まれます。 

そのような中にあっても、出生数を増やし、長期的に自然減を縮小していくためには、若者が働く場を増やし、

安心して子育てできる環境を作っていくことが最も重要であり、「産業の振興と雇用の創出」「結婚・出産・子育て

支援の充実」については、重点分野に位置付けた上で、幅広い施策を案に盛り込んでいます。 

 

隠岐２【全般】 

地域に若者が残りたいと

思える計画にしてほしい。 

 

県の人口動態においては、若年層の進学・就職のための県外への転出が社会減の大きな要因となっているため、

若者が島根に残りたいと思えるような環境を作っていくことが重要であると考えています。 

若者の定住のためには、若者が働く場を増やし、安心して子育てできる環境を作っていくことが最も重要であり、

「産業の振興と雇用の創出」「結婚・出産・子育て支援の充実」については、重点分野に位置付けた上で、地域の

基幹産業である農林水産業の振興、隠岐世界ジオパークを活用した観光振興、子育て世帯の経済的負担の軽減など

の幅広い施策を案に盛り込んでいます。 

 

隠岐３【全般】 

市町村と連携した取組み

を、より一層強化していけ

るよう体制づくりをお願い

したい。 

 
県の取組みの実施にあたっては、市町村が実施する事業を支援したり、市町村が参画する協議会を組織するなど、

様々な形で市町村との連携を図っているところです。 
地域住民が抱えるニーズや課題を、最も身近で把握している立場にある市町村との連携は、効果的な施策の立案

や取組みの実施にあたり重要であると考えており、今後も市町村との連携の強化に努めていきます。 
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意見概要 考え方・対応 

隠岐４【政策Ⅰ－１】 

【政策Ⅰ－２】 

【政策Ⅰ－３】 

【政策Ⅰ－４】 

【政策Ⅰ－５】 

若者を受け入れる産業の

活性化に力を入れてほし

い。 

 

島根県では、近年、若い人たちが進学や就職のために県外へ転出することが人口減少の大きな要因となっていま

す。 

そのため、若い人たちが県内に定着していただけるよう、農林水産業や観光産業のほか、ものづくり・ＩＴ産業

などの産業を振興し、魅力的な雇用の場を確保していくことが喫緊の課題であると考えています。 

若い人が活き活きと働き、生活を送ることができるように、主要漁業であるまき網漁業等の経営安定化・振興、

隠岐世界ジオパークを活用した観光振興をはじめとした地域の実情に合った産業の振興や活性化を進めていきま

す。 

・政策Ⅰ－１ ものづくり・ＩＴ産業の振興 

・政策Ⅰ－２ 自然が育む資源を活かした産業の振興 

・政策Ⅰ－３ 観光の振興 

・政策Ⅰ－４ 中小企業・小規模企業の振興 

・政策Ⅰ－５ 雇用・定住の促進 

 

隠岐５【政策Ⅰ－４】 

後継者がなく、設備投資

できない、観光関係事業所

は固定雇用ができない状況

の中、零細事業所の支援を

どうするか、国、県、町村

が考えるべき課題である。 

 

 

後継者の不足や小規模企業への支援は、重要な課題となっています。 

このため、中小企業・小規模企業の経営改善や自立化、事業の安定化に向けて、県と商工団体、市町村等が連携

して、きめ細やかな経営支援を実施するとともに、長年にわたり中小企業・小規模企業に蓄積された優れた技術な

どの経営資源が引き継がれるよう、円滑な事業承継に向けて取り組むこととしています。 

 

・政策Ⅰ－４ 中小企業・小規模企業の振興 取組みの方向 １項目め・４項目め 

「「島根県中小企業・小規模企業振興条例」の制定を踏まえ、「中小企業・小規模企業支援計画」を策定し、

地域の中核を担う意欲と能力のある企業を育成するとともに、中小企業・小規模企業の経営改善や自立化、

事業の安定化に向けて、県と商工団体等が連携して、きめ細やかな経営支援を実施します。」 

「長年にわたり中小企業・小規模企業に蓄積された優れた技術などの経営資源が引き継がれるよう、円滑な

事業承継に向けて取り組みます。」 

 

また、隠岐の観光については、隠岐観光の魅力向上を目的として、宿泊、飲食業者の方などを対象に、観光客の

満足度向上のための専門家を招き、研修・相談会などを行ったり、冬季の誘客対策として旅行商品造成支援を行う

ことなどにより、観光客の増加に向けて取り組んでいます。 
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意見概要 考え方・対応 

隠岐６【施策Ⅰ－２－２】 

地元で生産された農林水

産品が、その土地や同じ県

内で積極的に消費されるよ

うな取組みをお願いした

い。 

 

地元産品が地元や県内で積極的に消費される、いわゆる「地産地消」の取組みは、豊かな食生活の実現、農林水

産業・地域経済の活性化等の観点から重要と考えており、ご指摘の点も含めて、県内での消費や流通を拡大してい

くこととしています。 

 

・施策Ⅰ－２－２ 県産品の販路開拓・拡大の支援 取組みの方向 ２項目め 

「県内での消費や流通の拡大のため、食に関する情報発信を進めるとともに、農林水産品・加工品の流通関

係者へのＰＲや生産・製造者と流通業者間のマッチング支援を強化します。」 

 

なお、島根県では平成 26年度に「島根県地産地消促進計画」を策定しており、今後ともこの計画に基づき地産

地消の一層の促進を図ることとしています。 

 

隠岐７【施策Ⅰ－６－２】 

離島－本土間の移動手段

が空（飛行機）か海上（フ

ェリー）しかないため、航

空路の充実をしてもらいた

い。 

 

離島と本土を結ぶ航空路線は、離島住民の日常生活に欠かせない生活路線であるとともに、隠岐地域の観光産業

の振興等にも重要な役割を果たしていると認識しています。 

このため、今後も、地域と一体となった利用促進策や東京線開設に向けた要望活動に取り組み、航空路線の維持・

充実を図ることとしています。 

 

・施策Ⅰ－６－２ 航空路線の維持・充実 取組みの方向 １項目め・３項目め 

「県内の航空路線について、地域と一体となった利用促進策や、ダイヤ改善などの利便性向上に取り組み、

航空路線の維持・充実を図ります。」 

「東京・大阪等の大都市圏との便数増、新規路線の開設に向けて取り組みます。」 

 

隠岐８【施策Ⅱ－１－１】 

隠岐に住んでいて、中

国・北朝鮮の脅威を感じる

ことがあるので、隠岐を守

る取組みをあげていただき

たい。 

 

隠岐島は、国境離島として、国境管理や安全保障、海洋資源の確保という国家的な役割を担っており、海上保安

庁を中心として、海上の警戒監視活動が行われています。 

北朝鮮情勢が一段と緊迫する中、隠岐島に分屯地を配備するなど、万が一の不測の事態に対処できる体制が必要

と考えており、平成 24年から、国（防衛省）に対して、隠岐における分屯地など自衛隊配備体制の充実を要望し

ています。 

島根県の取組みとしては、武力攻撃やテロ攻撃などから県民の生命・身体・財産を守るため、「島根県国民保護

計画」に基づき、毎年度、市町村と共同で「国民保護訓練」を実施し、危機管理能力、実践的対応能力の向上を図

っています。 

島根県としては、国への要望を継続するとともに、訓練を着実に実施し、関係機関との連携強化に取り組みます。 
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意見概要 考え方・対応 

隠岐９【施策Ⅱ－２－３】 

介護人材確保は待ったな

しの状況である。 

 

施策Ⅱ－２－３：ご指摘を踏まえ、「現状と課題」の３項目めと、「取組みの方向」の５項目めの表現を改めまし

た。 

変更前 変更後 

「現状と課題」 

○75歳以上の高齢者の増加が見込まれることから、

今後、医療ニーズの高い要介護認定者や認知症高齢

者のさらなる増加が予想されます。また、これに伴

い介護人材の確保も必要となります。 

 

○75 歳以上の高齢者の増加が見込まれることから、

今後、医療ニーズの高い要介護認定者や認知症高齢

者のさらなる増加も予想され、これに伴い介護人材

の確保が必要となります。介護職場は賃金や労働環

境など解決すべき課題も多く、人材不足の拡大が予

想されます。特に、厳しい環境にある離島・中山間

地域における取組みが喫緊の課題です。 

 

「取組みの方向」 

○福祉・介護人材に関わる関係団体等と連携し、介護

人材の確保・定着に取り組みます。 

 

○福祉・介護人材に関わる関係団体等と連携し、若年

層への働きかけや、未就業女性・中高年男性も含め

た介護職への就職支援、新任職員の資格取得支援、

未就労の専門職に対する就労支援など介護人材の

確保・定着に取り組みます。 

 

 

 

隠岐 10【施策Ⅱ－５－２】 

中山間地域における「小

さな拠点づくり」は重要な

ことだと思う。 

 

中山間地域が抱える様々な課題の解決に向けて、市町村、地域の方々と十分連携を図りながら、買い物など日常

生活に必要な機能・サービスの維持・強化、交通弱者等の移動手段を確保するための地域生活交通の再構築、地域

経済の好循環の形成を図る産業振興といった「小さな拠点づくり」を推進します。 

「小さな拠点づくり」に当たっては、県・市町村から地域住民に対して問題提起を行うとともに、地域における

計画づくりや実践活動などへの現場支援を強化しながら積極的に進めます。 
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意見概要 考え方・対応 

隠岐 11【施策Ⅱ－５－２】 

医療について、利便性の

低い地域に対する交通網整

備など、都市部でのサービ

スが受けやすい環境づくり

を進めることも大事だが、

高齢者などを都市部に集約

することを考えてはどう

か。 

 

県内の中山間地域では、買い物、金融、医療、介護等の日常生活に必要な機能・サービスを確保することが困難

な集落も出てきており、より広いエリアの中で集約化を図らなければ、その維持が困難になると予想される地域も

出てきています。 

また、集約された機能・サービスを広いエリアから利用できるようにするためには、高齢者をはじめとした交通

弱者の移動手段を確保する必要もあります。 

中山間地域対策としては、公民館エリアでの取組みを基本とし、住民主体で「生活機能・生活交通・地域産業」

といった三つの側面の取組みを進める「小さな拠点づくり」を推進していくこととしています。 

今後、県・市町村が現場に入って地域の課題を示しながら、住民の議論を喚起するとともに、計画づくりから実

践活動に至るまで、それぞれの段階に応じた支援を行うこととしています。 

いただいたご意見や各地域の状況変化も見極めながら、今後、地域の方々や市町村と一体となって、中山間地域

などで安心して暮らすことができる環境の整備を進めていきます。 

 

隠岐 12【施策Ⅱ－５－３】 

国道である離島航路は国

が責任を持ち、島前島後と

島前内の航路は県道として

県が責任を持ち、運賃低廉

化につなげていただきた

い。 

 

いただいたご意見については、今後の県政推進上の参考とさせていただきます。 

隠岐航路の運賃については、国内の他の航路と比較しても運賃水準が高く、本土の鉄道などの公共交通機関と比

較して格段に割高な状況にあります。隠岐航路は島民の日常生活を支える基盤であり、動く国道ともいえることか

ら、運賃を本土の公共交通機関並みに引き下げ、利用しやすくすることは、島民の利便性向上や観光客の誘客を図

る上で重要と認識しています。 

県では、隠岐航路における船舶の導入や運航に要した経費に対する助成を行っており、運航事業者の負担軽減に

努めているところです。 

また、国に対する重点要望では、隠岐航路の運賃の低廉化が実現するよう、以下の要望を行っています。 

・離島振興法第 12 条に基づく、人の往来に要する費用の低廉化を推進するため、離島住民や観光客の移動に

不可欠な離島航路の運賃引き下げに係る支援を行うこと 

・国境に位置する離島については、我が国の領海、排他的経済水域等の保全という重要な役割を考慮し、一般

の離島振興とは別に、離島航路・航空路の運賃引き下げなど、地域社会の維持を図るための特別の支援措置

を講ずること 

離島住民や観光客の移動・物流コストの引き下げに不可欠な離島航路の運賃低廉化が実現するよう、引き続き、

国に対して強く要望することとしています。 

 

・施策Ⅱ－５－３ 地域生活交通の確保 取組みの方向 ４項目め 

「離島住民や観光客の移動・物流コストの引き下げに不可欠な離島航路の運賃低廉化が実現するよう、国に

対して強く要望します。」 
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意見概要 考え方・対応 

隠岐 13【施策Ⅱ－５－３】 

島前地域居住の人工透析

の必要な方は、本土に居住

を移すか、島後地区に宿泊

をしながら人工透析を受け

ているのが実情である。島

前病院で人工透析をできる

ようにするのはなかなか難

しいので、島前から島後へ

周年フェリーで日帰りでき

るようにすれば、隠岐病院

で人工透析を受けることが

できる。 

 

 

いただいたご意見については、今後の県政推進上の参考とさせていただきます。 

隠岐航路の運航ダイヤについては、フェリー３隻、高速船１隻体制の中で、住民や観光客の利便性などを考慮し

て決められているものと理解しています。島前から島後への日帰りを含めて、利便性が高いダイヤのあり方につい

ては、引き続き、よく議論していく必要があると考えています。 

 

隠岐 14【施策Ⅱ－５－３】 

隠岐航路の運賃低廉化と

運航ダイヤの改善のために

は、本土側寄港地の一本化

は避けて通れない課題であ

る。運航時間が短く、燃料

消費が少なくてすむ七類港

に一本化すべきと思うが、

土産物店等の観光客の利便

性や無料駐車場の確保の課

題がある。 

 

 

いただいたご意見については、今後の県政推進上の参考とさせていただきます。 

隠岐航路の本土側寄港地の一本化については、県民の中に様々な意見があり、多角的な視点からよく議論される

ことが大切だと考えています。 

 



53 
 

意見概要 考え方・対応 

隠岐 15【施策Ⅱ－５－３】 

三江線は住民の足であ

り、島根県が支援しないと

守っていけないと思うので

島根県としてどうするのか

県民に示してほしい。 

 

いただいたご意見については、今後の県政推進上の参考とさせていただきます。 

三江線の問題につきましては、沿線市町の首長・議長で構成される三江線改良利用促進期成同盟会が、２月６日

に総会を開催し、「白紙の状態で協議を始める」ことを決定され、その旨をＪＲ西日本に伝えられました。 

これを受け、沿線市町、ＪＲ西日本、島根・広島両県で構成する「検討会議」が発足し、２月 14 日に初会合が

開催されたところです。 

初会合においては、当面、実務レベルで協議を進めること、島根・広島両県が議事進行役を務めること、鉄道の

存続の可能性も含め持続可能な地域公共交通のあり方について幅広く検討すること、重要な論点について判断材料

が整った段階で首長等に経過報告を行いながら進めることなど、検討の枠組みが決定されました。 

県としましては、このように今般、関係者間で決定された検討の枠組みの中で丁寧な議論がなされ、合意形成が

図られるよう、努めてまいります。 

 

隠岐 16【施策Ⅲ－２－２】 

隠岐では隠岐高校のグラ

ウンドが日本陸連の第４種

認定グラウンドになってい

るが、今後も継続的に認定

を受けることができるよう

に配慮してほしい。 

 

 

いただいたご意見については、今後の県政推進上の参考とさせていただきます。 

県立体育施設のない地域での県立学校の体育施設については、学校教育活動や施設管理において支障のない範囲

で、県立学校体育施設を有効かつ効率的に活用していくことが必要であると考えています。 

県立隠岐高校のグラウンドは、地域のスポーツ活動の場としても必要な施設であることから、今後も隠岐高校の

グラウンドが第４種認定グラウンドとして、継続的に認定を受けることができるよう取り組んでいきたいと考えて

います。 
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島根総合発展計画の第３次実施計画（素案）に係る意見への対応一覧 
 

【 パブコメ 】 

意見概要 考え方・対応 

パブコメ１【施策Ⅰ－２－１】 

安全安心な農産物を生産す

るため、より安全な農薬による

対処という方法ではなく、どう

すれば害虫が付かなくなるの

かなど抜本的な対策の研究を

県の研究機関でできないか。 

 

いただいたご意見については、今後の県政推進上の参考とさせていただきます。 

農業技術センターでは、平成 24年度から、農薬を使わない有機栽培技術の確立に向けた研究を行っています。 

水稲では、特に除草剤を使わない雑草防除に取り組んでおり、開発した除草技術については県内各地で実証栽

培が行われています。 

野菜では、病気に強い品種の比較や天敵、防虫ネットなどを利用した、農薬を使わない栽培技術の研究に取り

組んでいます。 

県としましては、今後とも有機農業の研究で得られた成果をいち早くとりまとめ、県民の皆様に情報提供し、

現地の実証ほ場などを通じて普及していきたいと考えています。 

 

パブコメ２【施策Ⅱ－２－１】 

たばこ（喫煙及び受動喫煙）

は、健康破壊の要因になってい

ることの周知徹底を図り、医療

費適正化等の観点からもたば

こ対策を健康づくりの最重要

の一つに据えていただきたい。 

特に受動喫煙の危害防止に

ついての取組みが望まれる。 

 

施策Ⅱ－２－１：ご指摘を踏まえ、「取組みの方向」の６項目めに追記しました。 

変更前 変更後 

（記載なし） ○喫煙による健康への悪影響についてさらに普及啓

発を行うとともに、関係機関と連携し、未成年者や

妊産婦の喫煙防止に向けた環境づくりや受動喫煙

防止対策の推進に努めます。 

 

 

パブコメ３【施策Ⅱ－２－２】 

数十年にわたり民生児童委

員を務めている人がいるので、

定年制を導入し交代すること

により活性化を図ってはどう

か。 

 

民生児童委員の任期は３年ですが再任が認められており、長期にわたって委員を務める方もおられます。島根

県では定年制は設けていませんが、従来から国が定めた選任要領を踏まえて改選時には 75 歳未満の方の推薦に努

めるよう市町村に依頼しています。 

この年齢要件は、将来にわたって積極的な活動を行える方を選任する観点から設けており、ご意見にある活動

の活性化にも繋がるものですが、一方で、なり手不足という課題も抱えているため、地域の実情や委員のこれま

での活動状況も勘案して弾力的な運用を行っています。 

こうした事情により一律に定年制を設けることは難しいと考えます。 
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意見概要 考え方・対応 

パブコメ４【施策Ⅱ－５－２】 

公民館をコミュニティセン

ターに改組している団体もあ

ることを踏まえ、「公民館」の

表現を修正していただきたい。 

 

施策Ⅱ－５－２：ご指摘を踏まえ、「小さな拠点づくり」の（注）に追記しました。 

変更前 変更後 

（記載なし） （注）公民館エリア（旧小学校区）を基本とし、住民

主体の議論を通じて、地域運営（生活機能、生

活交通、地域産業）の仕組みづくりに取り組ん

でいくことを、中山間地域における「小さな拠

点づくり」と呼ぶこととします。なお、コミュ

ニティセンター、交流センター等が公民館と同

様の機能を担っている場合は、そのエリアを指

します。 

 

 

 

パブコメ５【施策Ⅲ－４－４】 

文化財の保存・継承と活用に

ついて、各地区にある神社（氏

神様）は立派な文化財である旨

を追記していただきたい。 

 

地元の皆様の手によって守られている神社や祭りは、各地域の貴重な財産であり、将来に向けて受け継がれて

いくべきものと考えています。 

施策Ⅲ－４－４「文化財の保存・継承と活用」の「取組みの方向」の３項目めに記載している「歴史・文化や

文化財」にご提案の内容も含まれていると考えており、県民の皆様が、身近な歴史・文化や文化財の魅力や価値

について知っていただけるよう、県では島根の歴史・文化や文化財について理解を深めていただくための普及啓

発事業に取り組んでいきます。 

 

・施策Ⅲ－４－４ 文化財の保存・継承と活用 取組みの方向 ３項目め 

「古代出雲歴史博物館など様々な施設を活用し、小中学生をはじめ県民の歴史・文化や文化財に対する理

解を深める事業を行います。」 
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意見概要 考え方・対応 

パブコメ６【施策Ⅲ－４－４】 

ハッチョウトンボ、モートン

イトトンボは貴重な種類なの

で島根県の天然記念物の指定

などにより、さらなる保全活動

ができないか。 

また、トンボの保全活動が交

流人口の増加に繋がればと考

えており、県ホームページ等で

保全活動などの広報ができな

いか。 

 

いただいたご意見については、今後の県政推進上の参考とさせていただきます。 

天然記念物は、地域保全の原点であり、天然記念物を守ることは、地域の自然のみならず、自然にまつわる人々

の暮らしや文化を守ることにつながります。 

天然記念物など県の指定文化財は、地元市町村や研究者などの調査成果をもとに、県や県文化財保護審議会委

員が調査・検討し、指定することとしています。 

ハッチョウトンボやモートンイトトンボについては、専門家などとよく相談をしながら、どのような保護措置

がとれるのか、検討します。 

なお、ハッチョウトンボ、モートンイトトンボは、絶滅の恐れのある野生動物として「改訂しまねレッドデー

タブック」に掲載しており、三瓶自然館の学芸員とともに生息状況の確認等を実施しています。 

今後も調査を継続するとともに、県ホームページで保全活動の状況を紹介するなどして、保護の必要性を広報

していきます。 
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島根総合発展計画の第３次実施計画（素案）に係るその他の修正事項一覧 
 

【 その他 】 

修正箇所 修正内容 

その他１【施策Ⅰ－６－２】 

航空路線の維持・充実 

取組みの方向 ３項目め 

 

変更前 変更後 

○東京・大阪等の大都市圏との便数増、新規路線の開

設に向けて取り組むとともに、国際チャーター便の

誘致を進めます。 

○東京・大阪等の大都市圏との便数増、新規路線の開

設に向けて取り組みます。 

○国際チャーター便の誘致を進めるとともに、隣県の

国際定期路線や国内の主要空港を活用した海外と

の航空ネットワークの形成を図ります。 

 

 

 

その他２【施策Ⅱ－１－２】 

消防防災対策の推進 

取組みの方向 ７項目め 

 

変更前 変更後 

（記載なし） ○洪水時の住民の円滑な避難行動を支援するため、河

川の氾濫危険水位等や洪水浸水想定区域図の見直

しを進めます。 

 

 

 

その他３【施策Ⅱ－１－６】 

消費者対策の推進 

取組みの方向 ４項目め 

 

変更前 変更後 

○消費者からの苦情･相談に応じ、助言やあっせんに

よりトラブルの解決と被害の救済にあたるととも

に、身近な相談窓口である市町村の相談機能の充実

を支援します。 

○消費者からの苦情･相談に応じ、助言やあっせんに

よりトラブルの解決と被害の救済を的確に行うた

め、消費生活相談員の資格化など県消費者センター

の相談体制の充実強化を図るとともに、身近な相談

窓口である市町村の相談機能の充実を支援します。 
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修正箇所 修正内容 

その他４【施策Ⅲ－１－４】 

高等教育の充実 

取組みの方向 ５項目め 

 

変更前 変更後 

（記載なし） ○魅力ある学校づくりなど、県内出身入学生を増やす

ための県内高等教育機関の取組みとの連携を推進

します。 

 

 

 

 


